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中
世
神
社
の
記
録
応
つ
い
て

は
じ
め
に

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
問
題
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

中
世
社
会
に
お
い
て
様
々
な
形
で
展
開
し
て
い
た
神
社
に
対
す
る
基
礎
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
、

そ
の
立
ち
遅
れ
が
目
立
つ
が
（
例
え

ぱ
、
澗
官
組
織
な
ど
の
支
配
機
構
や
社
領
支
配
の
構
造
、
特
に
地
方
神
社
の
場
合
、
国
街
機
構
や
荘
園
制
的
な
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
る
中

央
の
天
皇
家
・
貴
族
・
寺
社
権
問
な
ど
と
の
具
体
的
な
関
係
や
そ
の
構
造
な
ど
）
、
こ
こ
で
は
特
に
中
世
日
記
研
究
の
立
場
か
ら
、
中
世

の
神
社
に
お
い
て
作
成
さ
れ
伝
存
さ
れ
て
き
た
日
記
・
記
録
類
に
対
す
る
研
究
の
遅
れ
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

中
世
の
寺
社
権
門
が
、
当
時
朝
廷
や
天
皇
・
貴
族
と
並
ん
で
豊
富
に
日
記
・
記
録
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
と
は
、
今
日
伝
来
す
る
そ

れ
ら
の
文
書
・
記
録
類
の
分
量
・
質
か
ら
も
容
易
に
推
定
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
神
社
研
究
に
携
わ
る
人

人
に
お
い
て
も
個
々
の
記
録
に
対
し
て
解
題
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
、
そ
の
寺
社
の
組
織
自
体
を
視
野
に
い
れ
た
総
体
的
な

（

1）
 

把
握
・
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
古
代
・
中
世
の
日
記
に
関
す
る
概
説
の
類
に
お
い
て
も
、
そ
の
存
在
の
指
摘
だ
け
は

し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
が
、
当
時
の
王
朝
貴
族
の
も
の
を
含
め
て
中
世
の
日
記
全
体
の
中
で
論
及
さ
れ
る
と
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ

名
。
し
か
し
、
神
社
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
場
合
で
も
、
日
記
・
記
録
が
、
神
社
の
運
営
や
そ
の
社
会
的
な
機
能
に
お
い
て
如
何
な
る
役

割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、

そ
の
た
め
に
神
社
内
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
作
成
や
保
存
・
利
用
に
対
し
て
如
何
な
る
意
識
が
も
た
れ
て

い
た
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
極
め
る
と
と
、
つ
ま
り
記
録
に
記
載
さ
れ
た
内
容
ば
か
り
で
な
く
、
記
録
そ
の
も

（

2
）
 

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
と
が
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
の
神
社
に
お
け
る
存
在
形
態
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
中
世
の
日
記
研
究
を
め
ざ
す
立
場
に
お
い
て
も
、
貴
族
の
日
記
と
様
々
な
意
味
で
基
礎
を
同
じ
く
す
る
と
れ
ら
寺
社
の
日
記
を
、

互
い
に
分
離
し
た
ま
ま
考
察
す
る
の
で
は
、

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
そ
の
総
体
的
な
把
握
は
困
難
で
あ
る
う
。



（

3
）
 

本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
点
に
少
し
で
も
突
破
口
を
聞
く
た
め
に
、
前
稿
で
指
摘
し
た
記
録
譲
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
神
宮
の
「
家
」

の
存
在
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
特
に
神
社
の
記
録
類
を
中
心
に
メ
ス
を
入
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
一
連
の
論

稿
で
問
題
と
し
て
き
た
「
日
記
の
家
」
の
概
念
を
中
世
神
社
の
神
宮
の
「
家
」
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
の
日
記
文
化
の
裾
野

と
い
っ
た
も
の
を
確
認
す
る
手
掛
か
り
と
し
、
さ
ら
に
王
朝
貴
族
の
そ
れ
と
の
相
違
点
に
留
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
の
神
社
固
有

の
記
録
の
在
り
方
、
ひ
い
て
は
神
社
そ
の
も
の
の
中
世
的
な
特
質
に
触
れ
る
こ
と
に
も
努
力
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、
神
社
の
文
書
・
記
録
の
伝
来
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
的
な
問
題
点
を
ま

ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

神
社
関
係
の
史
料
集
、
と
く
に
地
方
の
神
社
に
関
す
る
そ
れ
を
ひ
も
と
い
て
み
る
時
、
す
ぐ
に
感
じ
る
の
は
、
中
世
の
記
録
類
が
極
め

そ
の
残
存
状
況
だ
け
か
ら
で
も
、

ど
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
た
や
す
く
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

て
断
片
的
な
形
で
し
か
残
存
し
て
い
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
か
な
り
複
雑
な
経
緯
を
た

そ
の
原
因
の
第
一
と
し
て
、
特
に
地
方
の
有
力
な
神
社
の
場
合
、
中
世
に
お
い
て
は
、
大
宮
司
・
神
主
な
ど
を
中
心
に
武
士
固
化
し
た

り
、
多
数
の
衆
徒
・
僧
兵
を
擁
し
て
、
軍
事
力
を
保
有
し
た
結
果
、
と
く
に
中
世
末
期
、
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
伝
来
の
文
書
・
記
録
が

失
わ
れ
る
と
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
中
世
後
期
に
そ
の
神
社
を
支
配
す
る
神
宮
の
「
家
」
が
分
裂
し
、
抗
争
を

一
方
が
途
中
で
滅
び
た
り
、
嫡
流
の
「
家
」
が
記
録
類
と
と
も
に
滅
ん
で
、

く
り
返
し
た
た
め
、
伝
来
の
記
録
類
も
二
分
・
三
分
さ
れ
、

そ
の
跡
を
継
い
だ
庶
家
の
記
録
類
だ
け
が
今
日
残
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
事
情
も
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
平
安
時
代
以
来
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、

ハ
4
）

て
い
た
も
の
が
、
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
り
、
仏
教
的
・
寺
院
的
部
分
が
分
離
さ
れ
弾
圧
を
受
け
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
神
主
な

ど
神
社
側
の
「
家
」
と
と
も
に
相
互
補
完
的
に
伝
来
し
て
き
た
院
・
坊
な
ど
の
文
書
・
記
録
が
、
そ
れ
ら
の
退
転
と
と
も
に
失
わ
れ
て
し

一
般
的
に
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
、
寺
と
神
社
が
一
体
化
し
て
機
能
し
存
在
し

ま
い
、
近
世
以
前
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
中
世
に
あ
っ
た
そ
れ
ら
の
元
の
姿
を
復
元
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

四

ζ

と
に
も
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

註

（
1
）
例
外
的
な
も
の
と
し
て
は
、
永
島
福
太
郎
『
春
日
社
家
日
記
｜
｜
鎌
倉
期
社
会
の
一
断
面
｜
｜
』
（
高
桐
書
院
、
昭
和
二
十
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ

る
く
ら
い
で
あ
る
。

（
2
）
例
え
ば
、
神
社
の
文
書
・
記
録
は
、
一
部
の
も
の
を
除
い
て
、
鎌
倉
時
代
以
後
の
も
の
が
多
く
残
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る

時
間
的
な
要
因
だ
け
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
神
社
に
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
環
境
の
変
化
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
変
化
の
波
は
当
時
の
社
会
に
お
い
て
神
社
だ
け
に
起
と
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
神

社
に
最
も
強
く
反
映
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
拙
稿
「
譲
状
と
『
日
記
の
家
』
｜
｜
記
録
譲
状
の
分
析
と
勧
修
寺
流
藤
原
氏
｜
｜
」
（
『
史
淵
』
一
一
一
六
号
、
平
成
元
年
三
息
。

こ
の
論
稿
に
お
い
て
私
は
、
中
世
社
会
に
広
く
作
成
さ
れ
た
譲
状
（
処
分
目
録
・
置
文
の
類
も
含
む
）
の
中
に
、
譲
与
対
象
物
件
と
し
て
所
領
や

所
職
・
家
地
な
ど
の
不
動
産
ば
か
り
で
な
く
、
日
記
・
記
録
が
そ
れ
ら
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
乙
と
を

指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
一
応
記
録
譲
状
と
命
名
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
作
成
し
た
人
々
の
属
す
る
「
家
」
と
い
う
も
の
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
に

「
日
記
の
家
」
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
一
番
多
く
の
事
例
が
み
ら
れ
る
貴
族
階
層
の
記
録
譲
状
の
作
成

さ
れ
た
背
景
と
そ
の
実
態
、
特
に
鎌
倉
時
代
以
後
、
実
務
官
僚
と
し
て
活
躍
し
た
中
級
貴
族
勧
修
寺
家
に
つ
い
て
そ
の
一
連
の
記
録
譲
状
を
中
心
に

考
察
を
加
え
て
み
た
。
し
か
し
、
前
稿
で
は
中
世
社
会
に
作
成
さ
れ
た
記
録
譲
状
の
中
に
、
従
来
か
ら
「
日
記
の
家
」
と
し
て
一
般
的
な
対
象
と
さ

れ
て
き
た
ζ

の
よ
う
な
貴
族
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
神
宮
層
の
も
の
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
大
き
な
問
題
を
考
察
の
対
象
と
な
し
え
な
い
ま
ま

残
し
て
い
た
。
本
稿
は
、
乙
れ
を
受
け
て
若
干
の
見
通
し
を
得
る
た
め
に
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈

4
）
圭
室
文
雄
『
神
仏
分
離
』
教
育
社
歴
史
新
書
一
一
三
、
昭
和
五
十
二
年
。

第
一
章

中
世
神
社
の
記
録

第
一
節

中
世
神
社
の
記
録
の
分
類



王
朝
貴
族
の
「
日
記
の
家
」
に
お
い
て
、
そ
の
概
念
の
中
核
を
成
す
の
は
、
家
記
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
日
記
で
あ
る
。
家
記
は
、
今
ま

ハ
1
）

で
成
し
た
い
く
つ
か
の
論
稿
で
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
父
祖
代
々
記
し
て
き
た
日
次
記
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
部
類
記
な

ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
要
な
内
容
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
家
記
も
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
と
そ
の
貴
族
・
宮
人
の
王

朝
国
家
内
部
に
占
め
る
地
位
や
期
待
さ
れ
た
職
能
な
ど
に
よ
っ
て
存
在
形
態
・
規
模
等
も
相
当
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
、
神
宮
層
の
場
合
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
試
み
に
今
日
残
存
す
る
神
社
所
蔵
の
記
録
類
を
、
特
に
中
世
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た

も
の
を
中
心
に
、

そ
の
形
態
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

（ア）

年
中
行
事
や
個
々
の
行
事
の
式
次
第
・
故
実
作
法
の
記
録

（イ）

造
営
・
遷
宮
な
ど
臨
時
の
重
要
な
行
事
に
関
す
る
記
録
（
種
々
の
注
文
・
交
名
類
・
儀
式
の
記
録
そ
の
他
）

（

2
〉

日
常
的
に
必
要
と
さ
れ
る
所
領
支
配
な
ど
に
関
す
る
各
種
の
帳
簿
・
注
文
・
目
録
類
（
当
時
「
日
記
」
と
呼
ば
れ
た
記
録
類

（ウ）
も
含
む
）

ハエ）

系
図
や
神
宮
・
社
僧
の
任
官
次
第
・
系
譜
な
ど
。

（オ）

上
記
の
記
録
類
や
伝
来
の
縁
起
・
文
書
・
伝
承
な
ど
に
よ
っ
て
、

そ
の
神
社
の
由
緒
や
来
歴
を
ま
と
め
た
編
築
物
の
類
。

（カ）

日
次
記
的
な
記
録

と
れ
ら
は
か
な
り
強
引
な
分
類
で
、
抜
け
落
ち
た
も
の
・
把
握
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
不
十
分
な
点
は
後
日
補

訂
し
て
い
く
と
と
に
し
て
、
論
の
展
開
上
一
応
の
目
安
と
し
て
こ
こ
に
提
示
し
て
お
く
。

（ア）

t
（
エ
）
は
、
中
世
社
会
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
神
社
に
お
い
て
作
成
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
今
日
極

め
て
断
片
的
に
し
か
伝
存
し
な
い
神
社
の
記
録
類
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
数
多
く
事
例
を
検
出
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
神
事
祭
礼
・
支
配

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

五



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

...l.. ノ、

機
構
・
祭
杷
組
織
な
ど
の
神
社
研
究
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
史
料
群
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
を
実
際
に
保
存
す
る
神
社
側
の
認

識
が
長
い
年
月
持
続
し
て
き
た
こ
と
を
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
記
録
は
、
単
に
日
常
の
神
社
の
遂
営
の
実
際
に
関
わ
る
も
の
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
特
に
（
イ
）
の
場
合
な
ど
、
二
、
三
十
年
に
一
度
し
か
行
わ
れ
な
い
造
営
・
遷
宮
と
い
う
一
連
の
事
業
自
体
が
、
他
の

い
く
つ
か
の
重
要
な
神
事
・
祭
礼
と
同
様
（
例
え
ば
八
幡
宮
の
場
合
の
放
生
会
、
出
雲
杵
築
大
社
の
三
月
会
の
よ
う
な
類
）
、
そ
の
神
社

だ
け
の
問
題
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
そ
の
神
社
に
関
わ
る
様
々
な
上
部
権
力
・
信
仰
圏
を
形
成
す
る
地
域
民
衆
な
ど
の
関
係
の
中
で
実
現

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
が
推
定
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
に
関
わ
る
記
録
類
は
中
世
神
社
の
本
質
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
く
る
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
（
イ
）
に
つ
い
て
、
特
に
出
雲
杵
築
大
社
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
第
二

章
で
触
れ
る
に
と
ど
め
、

そ
の
他
に
つ
い
て
は
今
の
と
と
ろ
私
自
身
す
べ
て
の
神
社
｜
｜
そ
う
い
っ
た
類
の
史
料
を
伝
存
し
て
い
る
ー
ー

に
つ
い
て
検
討
し
た
訳
で
な
く
、
準
備
も
之
し
い
の
で
こ
れ
以
上
は
言
及
で
き
な
い
。
後
日
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
以
外
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
が
、
（
ア
）

t
（
エ
）
の
記
録
類
を
様
々
な
形
で
含
み
と
む
（
オ
）
の
形
態
の

記
録
類
も
中
世
の
神
社
で
は
、
か
な
り
広
く
作
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
ま
た
個
々
の
記
録
が
ば
ら
ば
ら
な
形
で
伝
来
さ
れ
る

よ
り
も
保
存
・
利
用
に
意
を
払
い
や
す
か
っ
た
た
め
か
、
今
日
で
も
し
ば
し
ば
伝
存
し
て
い
る
の
を
み
か
け
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
編

築
に
至
っ
た
事
情
や
そ
の
個
々
の
形
態
、
つ
ま
り
何
故
そ
の
よ
う
な
形
態
に
作
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
の
中
に
、
当
時

の
神
社
に
生
き
る
人
々
の
記
録
に
対
す
る
意
識
が
知
ら
れ
て
興
味
深
い
も
の
が
多
い
。
特
に
形
態
に
関
し
て
は
、
実
に
様
々
で
パ
タ
ー
ン

化
す
る
と
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
が
、

一
応
こ
こ
で
は
次
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
て
み
た
。

(c) (b) (a) 

王
朝
貴
族
の
部
類
記
・
儀
式
次
第
・
故
実
書
に
類
す
る
も
の

年
代
記
的
な
形
式
を
取
る
も
の

い
わ
ゆ
る
縁
起
の
類
に
よ
り
近
い
も
の
。



こ
れ
ら
の
編
纂
に
用
い
ら
れ
た
材
料
と
し
て
は
、
そ
の
神
社
の
所
蔵
文
書
や
前
出
の
（
ア
）

t
（
カ
）
に
提
示
し
た
よ
う
な
記
録
類
以
外
に

も
か
な
り
様
々
な
形
態
の
も
の
を
含
み
、
特
定
す
る
ζ

と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
利
用
の
度
合
（
つ
ま
り
ど
の
程
度
原
史
料
の
姿
を
と
ど

め
て
い
る
か
な
ど
）
も
ま
ち
ま
ち
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
一
般
的
に
、
貴
族
の
部
類
記
・
故
実
蓄
な
ど
の
よ
う
に
「
：
：
：
記

云
」
と
い
っ
た
形
式
で
引
用
記
録
の
名
を
明
記
す
る
と
と
は
少
な
い
。
と
れ
は
、
様
々
な
日
記
が
多
く
の
「
日
記
の
家
」
の
も
と
に
重
庖

的
に
か
つ
集
中
し
て
存
在
す
る
貴
涙
社
会
と
異
な
っ
た
環
境
に
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
た
ζ

と
を
示
す
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
書
が
単
な
る

備
忘
の
た
め
の
記
録
で
も
公
事
の
た
め
の
参
考
書
と
し
て
だ
け
の
そ
れ
で
も
な
く
、
神
社
の
運
営
や
自
己
の
立
場
の
維
持
に
、
よ
り
直
接

的
に
関
わ
る
実
用
品
で
あ
っ
た
た
め
、
何
か
ら
引
用
し
た
か
よ
り
も
、
ま
ず
そ
の
内
容
と
な
り
う
る
事
実
を
重
要
視
し
て
い
た
結
果
で
あ

（

3
）
 

ろ
う
。
更
に
現
存
の
も
の
の
中
に
は
、
例
え
ば
筑
後
国
の
高
良
大
社
の
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
』
の
よ
う
に
、
伝
来
の
聞
に
生
じ
た
そ
の

書
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
変
化
の
中
で
様
々
に
改
変
が
加
え
ら
れ
、
編
纂
当
初
の
形
態
と
部
分
的
に
、
時
に
は
全
体
的
に
異
な
る
も
の
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
慎
重
な
取
扱
い
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ζ

と
で
は
、
現
存
の
も
の
す
べ
て
に
触
れ
る
ζ

と
は
不
可
能
な
の
で
、
代
表
的
な
も
の
と
目
さ
れ
る
も
の
の
中
で
、
特
に
本
稿
の
関
心

（
「
日
記
の
家
」
の
問
題
）
と
合
致
す
る
も
の
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。
な
お
、
（
カ
）
の
タ
イ
プ
と
し
て
掲
げ
た
日
次
記
的
な
記
録
は

本
章
の
第
四
節
で
説
明
す
る
。

第
二
節
石
清
水
八
幡
宮
の
記
録

ハ
4
〉

ま
ず
石
清
水
八
幡
宮
に
伝
来
す
る
『
宮
寺
縁
事
抄
』
を
挙
げ
た
い
が
、

ζ

れ
は
前
掲
の
パ
タ
ー
ン
で
は
同
の
タ
イ
プ
の
代
表
的
な
存
在

で
あ
り
、
か
つ
同
の
タ
イ
プ
を
複
合
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
書
の
編
纂
に
使
用
さ
れ
た
材
料
に
は
、
当
時
の

石
清
水
八
幡
宮
や
末
社
関
係
に
あ
る
諸
社
に
伝
来
し
て
い
た
平
安
時
代
初
期
に
遡
る
多
数
の
文
書
・
縁
起
類
に
加
え
て
、
名
称
の
知
ら
れ

（

5
）
 

る
も
の
だ
け
で
も
か
な
り
様
々
な
文
献
が
駆
使
さ
れ
て
お
り
、
他
に
類
例
を
見
な
い
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
王
朝
国
家
の
中
枢
で
あ
る

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

七



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

J¥ 

平
安
京
に
隣
接
し
、

そ
の
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
担
す
る
大
寺
社
権
門
の
一
っ
と
し
て
の
当
社
の
潜
在
的
な
力
が
と
と
に
示
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

（

6
〉

村
田
正
志
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
初
期
の
石
清
水
八
曙
宮
岡
宮
宗
清
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
と
い
う
と
の
書
の
成
立
に
は
、〈

7）

八
幡
宮
の
支
配
に
関
わ
る
検
校
・
別
当
両
職
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
世
襲
他
を
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
紀
氏
内
部
に
お
け
る
分
裂
抗
争

（
田
中
家
・
善
法
寺
家
・
竹
家
な
ど
）
が
背
景
に
あ
っ
た
と
い
う
。
と
の
点
、
成
立
の
事
情
を
物
語
司
令
史
料
が
少
な
い
た
め
は
っ
き
り
と

は
わ
か
ら
な
い
が
、
次
に
提
示
す
る
よ
う
な
村
田
氏
が
紹
介
さ
れ
た
史
料
に
見
る
限
り
、
成
立
に
は
田
中
家
内
部
の
伝
来
文
書
・
記
録
を

め
ぐ
る
対
立
が
よ
り
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

① 

「
勝
清
昇
進
事
」
奥
書

建
久
三
年
十
月
廿
二
日
、
経
沙
汰
、
自
運
清
許
、
責
取
文
書
内
、

建
久
三
年
十
月
廿
二
日
、
経
沙
汰
、
自
運
清
、
責
取
文
書
内
、

自
先
師
別
当
御
房
一
、
相
伝
文
書
内
、

（道清）
別
当
（
花
押
）

（道滑）

法
眼
（
花
押
）

〈宗清）

権
少
惜
都
（
花
押
〉

em滑）

可
給
章
清
法
眼
、
法
印
（
花
押
）

＠ 

「
宮
寺
宝
殿
馬
道
間
事
（
割
注
に
「
御
帳
浜
床
御
侍
子
等
絵
図
宗
清
記
」
と
あ
る
）
」
奥
書

此
御
記
ハ
、
先
師
別
当
法
印
手
白
書
写
、
奥
書
云
、
為
子
孫
云
々
、

而
別
当
慶
清
他
界
時
、
文
書
多
以
少
別
当
運
清
内
々
取
之
不
進
、
先
師
経
沙
汰
、
雄
責
出
、
重
書
多
触
失
了
、
恐
此
事
、
可
給
章
清

書
付
表
紙
、
而
章
清
先
立
予
他
界
、
累
祖
相
伝
之
書
、
愚
父
怒
遺
御
命
、
匡
房
卿
之
詞
、
如
身
上
、
為
経
之
料
帝
破
童
書
、
為
之
内

内
所
持
文
書
、
悉
以
雄
可
破
為
神
書
所
〈
間
カ
）
、
不
可
不
遣
、
の
以
両
三
巻
用
御
経
之
料
帯
。



と
の
史
料
①
＠
の
中
に
み
え
る

の
祖
父
）
、
少
別
当
運
清
は
道
清
の
弟
（
宗
清
の
叔
父
）
、

成
立
し
た
田
中
（
坊
）
家
の
人
々
で
あ
る
。

は
宗
清
（
「
予
」
）
の
父
道
清
で
あ
り
、
別
当
慶
清
は
道
清
の
父
（
宗
清

「
先
師
別
当
御
房
（
法
印
）
」

そ
し
て
章
清
は
宗
清
の
長
男
で
あ
り
、
彼
ら
は
み
な
宗
清
の
曽
祖
父
勝
清
よ
り

乙
の
宗
清
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
奥
書
に
は
、
当
時
の
石
清
水
両
官
層
た
ち
の
記
録
・
文
書
に
対
す
る
意
識
の
一
端
が
如
実
に
示
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
『
宮
寺
縁
事
抄
』
の
成
立
の
問
題
に
関
連
し
た
点
か
ら
述
べ
れ
ば
、
乙
こ
で
「
重
書
」
と
さ
れ
る
「
累
祖
相

伝
之
書
」
は
、
当
時
田
中
家
に
伝
来
し
て
い
た
記
録
・
文
書
類
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
所
持
を
め
ぐ
っ
て
、
慶
清
の
死
後
、
子
息
の
道

（
史
料
②
波
線
部
）
。
す
で
に
乙
の
段
階
で
は
、
そ
れ
ら
が
単
に
洞
官
と
し
て
の
実
務
に
必

清
・
運
清
聞
で
対
立
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

要
だ
か
ら
と
い
っ
た
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
田
中
家
の
「
家
」
の
相
続
自
体
を
実
際
に
表
現
す
あ
も
の
の
一
つ
と
し
て
十
分
認
識
さ
れ
て

（

9
〉

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
相
伝
の
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
「
家
」
と
し
て
ま
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
ら
を
父
道
清
が
、
史
料
①
②
両
方
に
み
え
る
よ
う
に
「
責
取
」
と
い
う
強
行
手
段
で
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
を
見
た

宗
清
は
、
恐
ら
く
ば
ら
ば
ら
の
状
態
で
は
こ
れ
か
ら
の
相
伝
の
際
に
も
散
逸
の
危
険
性
が
大
き
く
、
実
用
に
も
不
便
で
あ
る
乙
と
を
考
慮

一
つ
の
書
物
に
ま
と
め
る
乙
と
を
企
て
た
も
の
が
と
の
『
宮
寺
縁
事
抄
』
で
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。
村
田
氏
が
指
摘
さ
れ

（

叩

）

こ
の
書
は
結
局
完
成
に
ま
で
は
至
ら
ず
、
宗
清
の
死
去
に
よ
っ
て
草
稿
の
段
階
で
残
さ
れ
た
も
の
が
現
存
の
そ
れ
で
あ

こ
の
書
の
乙
と
が
明
記
さ
れ
、
「
半
作
初
也
」
と
い

し
て
、

て
い
る
よ
w

つに、

ζ

ま、

る
が
、
死
の
直
前
に
作
成
し
た
宗
清
の
譲
状
（
子
息
行
清
に
宛
て
た
も
の
）

う
状
態
と
と
も
に
「
権
別
当
借
之
時
者
、
早
可
借
之
、
本
日
記
者
譲
渡
権
別
当
畢
、
修
理
別
当
借
之
時
者
、
同
可
借
之
、
相
互
莫
惜
之
而

（

ロ

）

巳
」
と
こ
の
書
と
相
伝
の
文
書
・
記
録
の
取
扱
い
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

教
清
（
権
別
当
）
・
行
清
（
修
理
別
当
）

と
も
に
宗
清
の
子
息

『
宮
寺
縁
事
抄
』
編

で
あ
る
が
、
嫡
子
で
あ
る
行
清
に
は
本
書
が
他
の
遺
品
と
と
も
に
譲
与
さ
れ
、
教
清
に
は
「
本
日
記
」
（
恐
ら
く
は

（

日

）

纂
の
材
料
と
な
っ
た
「
家
」
相
伝
の
記
録
類
を
指
す
と
推
定
さ
れ
石
）
が
や
は
り
他
の
遺
品
と
と
も
に
譲
与
さ
れ
た
ら
し
く
、
と
の
事
実

か
ら
も
本
書
が
「
家
」
相
伝
の
記
録
類
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
と
を
知
り
う
る
こ
と
が
で
き
よ

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

九



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

。

ぅ
。
恐
ら
く
行
滑
に
は
、
本
書
の
完
成
を
も
遺
言
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
宮
寺
縁
事
抄
』

乙
の

の
譲
与
が
、
「
家
」
の
相
伝
の
最
も
重
要
な
対
象
で
あ
る
所
領
・
所
職
の
譲
与
を
記
載
し
た
譲
状
で
は
な
く
、

を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
重
要
性
か
ら
い
え
ば
劣
る
楽
器
（
笛
・
琵
琶
）

〈

M）

状
に
記
さ
れ
て
い
る
点
、
や
は
り
鎌
倉
後
期
に
作
成
さ
れ
た
善
法
寺
家
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
そ
ζ

に
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
未
成

熟
を
い
く
ぶ
ん
読
み
取
る
と
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
清
の
努
力
に
よ
っ
て
、
当
時
の
田
中
家
の
「
日
記
の
家
」
化
が
着

「家」

や
仏
像
・
硯
と
い
っ
た
動
産
の
譲
与
を
記
載
し
た
譲

実
に
進
め
ら
れ
て
い
た
と
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

祇
園
社
の
記
録

〈

お

）

つ
ま
り
年
代
記
的
な
形
式
を
取
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
祇
園
社
（
現
在
の
八
坂
神
社
）

次
に
川
聞
の
タ
イ
プ
、

（

時

）

条
記
録
」
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
よ
う
（
た
だ
し
部
分
的
に
は
同
の
タ
イ
プ
が
複
合
さ
れ
て
い
忍
）
。

分
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
部
・
第
二
部
の
作
成
者
は
晴
顕
、
第
三
部
は
「
晴
喜
法
印
自
筆
記
案
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と

晴
顕
の
父
暗
喜
が
編
纂
し
た
も
の
を
晴
顕
が
書
写
し
、
後
か
有
り
合
わ
せ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

に
伝
来
す
る
「
社
家
条

乙
れ
は
現
存
の
も
の
は
三
つ
の
部

第
一
部
は
、
清
和
天
皇
か
ら
「
当
今
」
（
後
醍
醐
天
皇
）

に
い
た
る
ま
で
、
祇
園
社
に
関
す
る
重
要
な
事
実
を
、
天
皇
の
代
ご
と
に
編

「
祇
園
社
御
霊
会
式
日
延
引
例
」
「
神
輿
入
洛
之
時
造
替
例
」
な
ど
祇
園
社
に
と
っ
て
重
要
な
先
例
を
項
目
別

に
整
理
・
列
挙
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
恐
ら
く
何
ら
か
の
事
件
が
起
と
っ
た
と
き
に
、
先
例
に
よ
っ
て
対
応
す
る
た
め
の
便
宜
を

築
し
た
も
の
、
第
二
部
は

計
っ
た
も
の
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
朝
廷
の
外
記
勘
文
に
近
い
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
「
清
和
天
皇
以
来
皇
代
記
弁
当
社
造
立
以
来
代

代
聖
主
勅
願
等
事
」
と
題
さ
れ
た
第
三
部
は
、
形
式
・
内
容
と
も
に
第
一
部
に
近
い
が
、
記
事
は
よ
り
簡
略
で
未
完
成
と
い
う
印
象
が
強

L、。
と
の
編
纂
事
情
に
つ
い
て
は
、
表
紙
裏
に
「
元
亨
三
年
探
二
月
十
日
記
之
、
雄
為
悪
筆
、
為
後
誼
故
染
筆
、

可
為
末
代
明
鏡
也
、

可
夜、



々
々
、

執
筆
法
眼
晴
顕
」

と
記
さ
れ
る
だ
け
で
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な

、。こ
r
－
主
月
胃
月
十
A
F

、

ふ
J
J
J
E
町
E
S
F
M

こ
の
父
晴
喜
の
編
纂
事
業
を
基
礎
に
、
第
一
部
の
よ
う

な
詳
し
い
書
物
を
編
集
し
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
更

に
そ
の
よ
う
な
編
纂
事
業
の
背
景
に
は
、
行
円
以
来
祇
園
社
の
社
僧
の
上
層

や
玄
有
流

（
主
に
円
と
か
晴
の
字
を
通
字
と
す
る
）
と
い
っ
た
紀
氏
一
門
の
内
部
に
、

部
を
独
占
的
に
世
襲
す
る
顕
玄
流

（
顕
の
字
を
通
字
と
す
る
）

「
家
」
的
な
も
の
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
乙
と
を
想
定
で
き
る
の
か
も
し
れ

こ
れ
ら
の
「
家
」
は
執
行
・
長
吏
と
い
っ
た
祇
園
社
の
支
配
的
地
位

ハロ）

を
め
ぐ
っ
て
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
激
し
く
対
立
す
る
。
乙
の

「
弘
、

O

Jhpν 
「
社
家
条
々
記
録
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
も
う
少
し
綿
密
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
所
蔵
さ
れ
て
い
る
記
録
は
、
顕
尊
な
ど
顕
玄
流
に
つ
い

て
の
記
載
は
な
く
は
な
い
も
の
の
、

概
ね
玄
有
流
に
関
す
る
も
の
（
特
に

「
晴
喜
法
印
可
門
弟
相
承
」
と
い
う
文
言
が
散
見
す
る
点
に
は
注
意
が
必
要
）

が
中
心
の
よ
う
で
あ
り
、
自
流
の
社
務
支
配
や
所
領
相
伝
の
正
当
性
を
主
張

す
る
根
拠
と
し
て
編
集
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（

日

）

と
こ
ろ
で
祇
園
社
に
は
「
永
和
三
六
廿
六
記
」
と
い
う
文
書
目
録
が
伝
存

し
、
そ
の
中
の
「
新
懸
皮
子
」
と
題
さ
れ
た
分
の
中
に
「
社
家
方
」
と
い
う

項
目
で
、
「
座
主
記
」

以
下
多
数
の
日
記
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
の

い
く
つ
か
は
記
主
の
名
前
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
後
述
す
る
顕
詮
の
日
次
記
に

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

祇国社関係の日記記主（紀氏関係を中心に）

（注）＊印は文書目録にみえる日記、＋印は顕詮の日次記に見える日記。

円栄…・・＊「円栄記一帖縛陥曾鞘之」＊「当社記録間四」

成円・…・・＊「成円記脚セ」＊「成円記ー帖阻且起十」

祐円…・・・十「承久年中行事（割注；祐円法師自筆記、中原親径所帯）」

顕尊......「弘安六年顕尊日記」（永享三年八月二十一日付顕縁請文案）

顕詮・・・・・・＊「社家略記部ニ担蹴記」、＊「当社方記六一巻脂足」、

＊「牛頭天王事邸棚、蹴叩」、

「延文五年顕詮日記」（永享三年八月二十一日付覇縁請文案）

暗算……＋「晴算記」（「晴算記六Jとも記される。害j注などによれば、文永頃の記録

であり、「執筆子息感晴」「静晴所帯」であるという）

晴顕H ・H ・＊「社家条々 記鴎鼠Ii!」＊「社頭年中日記明配」

静晴......＊「静暗所持記巻物」（晴算の記録を指すか）

顕聖・・・…＊「青天抄」（ミセケチで「顕聖方記欺」とある）

＋「顕聖法眼旧記」

表①



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

も
い
く
つ
か
の
日
記
が
引
用
さ
れ

た
り
問
題
に
な
っ
た
り
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
か
ら
知
ら
れ
る
祇
園

社
社
僧
関
係
の
日
記
の
記
主
を
整

理
す
る
と
表
①
の
よ
う
に
な
り
、

彼
ら
を
判
明
す
る
か
ぎ
り
系
図
の

上
に
落
と
し
て
み
た
も
の
が
系
図

ー
で
あ
る
。

王
朝
貴
族
、
例
え
ば
前
稿
で
説

明
し
た
勧
修
寺
家
の
よ
う
に
明
確

な
形
は
取
ら
な
い
が
、

や
は
り
こ

と
に
も
「
日
記
の
家
」
が
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
と
と
を
読
み
取
る
と

と
は
難
し
く
な
い
。
更
に
前
稿
で

も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
祇
園
社
に

も
記
録
譲
状
と
考
え
ら
れ
る
譲
状

が
鎌
倉
後
期
を
中
心
に
四
通
ほ
ど

作
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
再

び
提
示
す
る
と
表
②
の
よ
う
に
な

（注）下線は執行、波線は長吏（または権長吏）、二重下線は両職に任じた者を
示す。また、＊印は日記の記主として知られるもの〈作成に当たっては
小杉氏論文引用のものを参考にした）。

系図I

顕詮一一顕深

LM十顕増

」顕恵

表②祇園社関係の記録譲状

文永9・8・1
「祇園社家方所職所帯事」として備後

①精算附属状
(1272) 

晴算→感崎 国小童保などとともに「一、割案文書」

が挙げられる。

②円栄譲状
弘安元・ 8・15

円栄→顕尊
「当社長日御供領備後国小童保井坊地

(1278) 以下所職社家文書等」

女房分の次に兵部法限（顕増〉分とし

③顕舜譲状
文保2・2・4

覇舜→顕増
て「社家文書」が挙げられており、式

(1318) 部法眼（舎弟現恵）分にはこの条は見

えない。

④顕源置文
明徳3・11・10 顕深遺跡

「所職・所帯・記録・文舎・坊地以下」
(1392) →阿かh丸



鎌
倉
期
の
分
に
つ
い
て
は
「
社
家
文
書
」
と
し
か
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
乙
の
中
に
日
記
・
記
録
を
含
む
か
ど
う
か

（

四

）

こ
の
「
社
家
」
は
、
前
述
の
文
書
目
録
や
顕
詮
の
日
記
に
み
え
る
「
社
家
方
」
（
の
記
録
〉

れ
、
恐
ら
く
記
録
類
を
も
含
ん
で
い
る
概
念
で
あ
る
と
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
系
図
の
線
上
、

る。

ζ

れ
ら
の
内
、

と
同
じ
意
味
と
考
え
ら

判
然
と
し
な
い
が
、

つ
ま
り
形
成
し
つ
つ
あ
る
に

あ
る
「
家
」
の
父
祖
の
日
記
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
「
家
記
」

と
い
う
表
現
と
そ
見
え
な
い
が
、

譲
状
の
一
要
素
と
な
っ
て
い

そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
は
推
定
さ
れ
る
。
前
述
の
晴
喜
・
暗
顕
二
代
に
わ
た
っ
て
編
纂
さ

れ
た
「
社
家
条
々
記
録
」
も
、
と
の
よ
う
に
紀
氏
一
族
内
部
に
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
動
向
の
な
か
で
、
そ
の
中
核
に
な
る
べ
く
準
備
さ
れ
た

忍
ζ

と
か
ら
も
、

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節

日
次
記
的
な
記
録

ζ

の
（
カ
〉
の
タ
イ
プ
の
日
記
は
、
十
世
紀
以
来
天
皇
を
含
め
貴
族
社
会
に
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
中
世
を
通
じ
て
神
宮
層
で
は
事
例
が

少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
量
的
に
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
数
が
少
な
い
に
し
て
も
、
前
掲
の
（
ア
）

t
（
オ
）
の
記
録

類
を
細
か
く
調
べ
る
と
結
構
そ
の
痕
跡
を
つ
か
ま
え
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。

ζ

れ
ら
は
、
日
記
の
作
成
主
体
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
に
分

類
す
る
ζ

と
が
可
能
で
あ
る
う
。

(e) (d) 

一
般
的
な
日
次
記
（
一
つ
の
日
記
に
記
主
が
一
人
で
、

ほ
ぼ
毎
日
連
続
し
て
記
さ
れ
る
）
。

記
主
が
当
番
制
に
な
っ
て
い
る
も
の
（
記
主
が
一
つ
の
日
記
に
複
数
存
在
す
る
）
。

ま
ず
刷
の
タ
イ
プ
の
日
記
と
し
て
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
大
和
国
の
春
日
若
宮
神
主
の
代
々
の
日
記
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
『
国
書
総
目
録
』

な
ど
に
よ
れ
ば
、

現
存
の
春
日
社
の
神
宮
関
係
の
日
記
は
か
な
り
多
数
に
の
ぼ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
詳
し
い

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て



表③春日若宮神社の神主家の日記

・長承4年3月13日若宮神社の初代神主に任命され、仁平2年12月

24日に84才で卒したという。

・その日記は、早く亡逸したらしく、「l日記朽損扉包」という形で、

(1）中臣祐房記 久安・大治・天承の分が極めて断片的に残されているにすぎない。

（奥書）「嘉禎二年六月四日、故祐房正預殿御日記朽損之問、勘

出見知之所書写者也、後見人能々得其意可引見也、宛字

僻害多欺」（中臣祐定による）

・祐房の三男、保元元年8月16日長者宣をえて第二代神主となった。

(2）中臣祐重記
建久3年2月24日卒す。

・日記ば、養和二（完本としては最古）・寿永二・同三・元暦二・

文治二年の分が断片的に残る。

・祐重の嫡男、建久3年4月父の譲をえて神主となり、在職34年、

(3）中臣祐明記
嘉禄2年12月に嫡男祐定にその職を譲って、安貞3年2月15日に

86才で卒す。

・その日記は、建久四・八・九・承元二・三・四年の分が写本で残存。

・嘉禄2年12月より在職32年、康元2年6月に嫡男祐賢にゆずり、

(4）中臣祐定記
文永6年10月12日に72才で卒す。

・日記は、安貞三・寛喜四・嘉禎二・同三・暦仁ニ・仁治二（以上

原本）・寛元四年（写本〕が残存。

・康元2年6月より在職25年、弘安5年11月3日に62才で卒す。

(5）中臣祐賢記
・日記は、文永元～四・六・九・十・十二・建治元・三・四・弘安

二・三年が残存。なお文永元年記以前に正嘉三年記があったこと

が知られるか現在しない（文永10年10月17日条）。

・祐賢の嫡子、弘安5年9月30日に神主に補任され、在職32年、正

(6）中臣祐春記
和2年7月に嫡子祐臣に譲り、元亨4年9月5日に80才で卒す。

・日記は、弘安六・十・正応二～六・永仁三～六・正安二～四・乾

元二・嘉元三・徳治二・延慶元・二・正和二年の分が現存。

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

四



（注）カッコ内の数字は若宮神社主となった順序。波線は日記の記主として確
認できる者。

系図E

祐房一一「ー祐適

ヒ器－加工！；て苦て苦一寸巨
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、

〔

初

）

と
と
で
は
永
島
福
太
郎
氏
に
よ
っ
て
活
字
化
と
研
究
が
進
ん
で
い
る
若
宮
社
の

神
主
家
（
中
臣
氏
、
後
の
千
鳥
家
）
の
も
の
を
中
心
に
説
明
す
る
。

表
＠
は
、

乙
れ
ら
の
日
記
の
概
略
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
と
に
見
え
る
記
主
た
ち
を
長
承
四
（
一
一
一
ニ

五
）
年
三
月
十
三
日
、
若
宮
社
の
初
代
神
主
に
補
任
さ
れ
た
祐
房
以
降
、
鎌
倉
期
を
中
心
に
系
図
に
落
と
し
て

（

幻

）

と
の
神
主
家
が
代
代
継
続
し
て
日
記
を
記
し
て
い
る
と
と
が
知
ら
れ
、
王
朝

み
る
と
系
図
E
の
よ
う
に
な
り
、

貴
族
の
場
合
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
「
日
記
の
家
」
と
し
て
認
め
て
よ
い
条
件
を
示
し
て
い
る
。
た

（

忽

）

だ
し
、
永
島
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
日
記
は
「
私
日
記
で
は
な
く
神
事
日
記
で
あ
り
、
そ

の
記
事
は
社
頭
行
事
が
中
心
で
あ
り
、
社
務
に
関
す
る
重
要
事
件
の
他
は
、

ほ
と
ん
ど
私
事
或
い
は
社
会
記
事

は
な
い
」
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
の
貴
族
の
日
記
の
よ
う
に
あ
る
年
齢
に
達
す
る
と
記
し
始
め

る
一
般
的
な
日
記
の
類
で
は
な
く
、
神
主
に
補
任
さ
れ
た
際
に
そ
の
職
掌
に
付
随
し
て
記
し
始
め
る
と
い
う
一

種
の
職
掌
日
記
で
あ
っ
た
。
と
の
場
合
、
仮
に
神
主
に
他
氏
の
者
が
就
く
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た
と
き
、
や

は
り
と
の
日
記
が
継
続
さ
れ
、
前
任
者
の
日
記
と
と
も
に
相
伝
さ
れ
て
い
く
の
か
ど
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な

事
態
が
起
と
り
う
る
な
ら
ば
、
は
た
し
て
こ
れ
を
「
日
記
の
家
」
と
し
て
認
め
て
よ
い
の
か
微
妙
な
問
題
が
生

じ
る
訳
で
あ
る
。

し
か
し
、

と
の
若
宮
神
社
の
場
合
、
神
主
に
対
し
て
「
日
記
の
家
」
で
あ
る
と
は
っ
き
り
呼
ん
で
い
る
史
料

（

お

）

が
、
実
は
存
在
す
る
。
次
に
提
示
す
る
『
中
臣
祐
定
記
』
寛
元
四
年
三
月
二
十
三
日
条
で
あ
る
。

即
日
記
家
ト
間
食
、
先
祖
祐
通
神
綜

「
参
前
殿
下
御
所
七
条
殿
之
処
、

有
之
歎
云
々
、
伯
祐
房
正
預
事
ハ
、

E
其
次
第
等
言
上
了
（
後
略
）
」

当
社
縁
起
風
情
書
委
司
令
注
進
、

以
下
、

と
れ
に
つ
い
て
若
干
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。
前
日
に
ひ
と
り
で
上
京
し
た
神
主
祐
定
は
、
京
都
で

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

五



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

一・一ハ

「
前
殿
下
」
つ
ま
り
摂
関
家
の
二
条
良
実
に
拝
謁
す
る
。
そ
の
時
祐
定
は
、
良
実
か
ら
彼
ら
藤
原
氏
と
所
縁
の
深
い
若
宮
社
の
「
縁
起
風

情
」
（
由
緒
・
来
歴
や
現
状
の
こ
と
か
）

を
詳
し
く
注
進
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。

恐
ら
く
そ
れ
を
命
じ
忍
に
主
っ
た
理
由
と
し
て
で

だ
か
ら
で
は
な
い
か
、

と
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ
司
令
。

そ
し
て
そ
れ
が
祐
定
の
「
先
祖
祐
通
」
が
「
神
鉢
有
之
」
と
い
う
存
在
で
あ
勺

と
の
良
実
の
言
に
対
し
て
の
祐
定
の
返
答
の
部
分
は
や
や
意
味
が
取
り
に
〈
い

あ
ろ
う
、
良
実
は
、
祐
定
が
「
日
記
家
」
で
あ
忍
こ
と
、

が
、
ど
う
も
祐
定
は
と
の
「
白
記
家
」
と
し
て
の
伝
承
が
「
祐
房
正
預
ハ
祐
通
の
父
）
」
到
来
の
も
の
で
あ
る
と
、
「
其
次
第
」
を
説
明
し

た
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
こ
れ
か
ら
知
ら
れ
忍
と
と
は
、

乙
の
「
家
」
の
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
伝
統
が
、
祐
房
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
若
宮
神
主
家
に

お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
た
ζ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
祐
房
の
時
に
若
宮
神
主
の
職
自
体
が
創
始
さ
れ
、
彼
が
そ
の
初
代
で
あ
忍
か
ち

（

M）
 

と
う
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
存
の
『
中
巨
祐
房
記
』
の
奥
警
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
嘉
禎
二
（
一
二
三
六
）

年
六
月
四
日
の
祐
定
に
よ
忍
祐
房
記
の
抄
出
の
事
実
と
、
奥
書
に
見
え
て
い
る
「
故
祐
房
正
預
殿
御
自
記
」
と
い
う
意
識
な
ど
と
も
に
考

え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
祐
房
以
来
と
い
う
認
識
は
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
内
実
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ

れ
る
。次

に
、

と
の
「
日
記
家
」
と
い
う
語
が
、
当
時
の
貴
族
社
会
以
外
に
あ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
用
語
で
あ
り
、
か
な
り
一
般
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
単
に
日
記
を
代
々
記
し
て
い
る
「
家
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
と
と

が
神
社
の
由
緒
来
歴
に
つ
い
て
通
じ
て
い
る
ζ

と
の
前
提
に
も
な
っ
て
お
り
、
神
社
を
支
配
す
る
社
家
自
体
「
日
記
の
家
」
化
し
て
い
る

ζ

と
が
、
さ
ら
に
社
家
を
上
部
で
支
配
す
る
貴
族
層
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
ζ

と
の
現
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ζ

の
祐
定
の
「
家
」
の
「
日
記
の
家
」
と
し
て
の
伝
統
を
、
系
図
E
K示
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
際
若
宮
神
主
に
就

第
三
に
、
良
実
が
、

い
て
い
た
か
も
、
ま
た
日
記
を
記
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
確
認
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
祐
通
以
来
と
誤
解
し
て
い
た
点
に
注
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
良
実
か
、
祐
通
に
つ
い
て
言
及
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
祐
通
は
「
家
」
の
一
員
と
し
て
日
記
を
記
し
て
い
た
の
か
も
し



れ
な
い
。
推
測
を
遣
し
く
す
れ
ば
、
彼
の
日
記
は
、
彼
の
後
に
神
主
に
就
い
た
弟
の
祐
重
の
子
孫
に
は
伝
わ
ら
ず
、
神
主
に
就
け
な
い
ま

ま
終
わ
っ
た
祐
通
の
子
息
に
伝
来
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
彼
ら
の
日
記
は
職
掌
日
記
と
い
う
よ
り
も
、
明
ら

か
に
「
日
記
の
家
」
の
所
産
で
あ
る
。
こ
の
祐
定
段
階
の

「家」

が
、
「
日
記
家
」
で
あ
る
と
自
他
と
も
に
認
識
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く

彼
の
「
家
」
が
神
事
日
記
を
記
す
こ
と
を
職
務
の
一
っ
と
す
る
若
宮
神
主
の
職
と
完
全
に
一
体
化
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
当
時
「
日
記
の
家
」
と
し
て
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
「
家
」
の
一
員
と
み
ら
れ
る
良
実
が
、
た
と
え
誤
解
が
あ
っ

た
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
他
の
「
日
記
の
家
」
の
祖
に
対
し
て
「
神
株
有
之
欺
」
と
述
べ
、
神
格
化
し
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
「
日
記
の
家
」
概
念
の
深
化
の
ひ
と
つ
の
表
現
と
見
な
す
乙
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
若
宮
神
主
家
は
「
日
記
の
家
」
で
あ
る
ζ

と
は
確
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
神
主
職
と
一
体
化
し
た
「
家
」

か
な
り
完
成
さ
れ
た
「
日
記
の
家
」
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と

に
、
日
記
を
記
し
伝
え
る
乙
と
を
包
合
し
て
い
る
ζ

と
か
ら
す
れ
ば
、

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

同
時
代
の
貴
族
の
日
記
も
一
面
個
人
的
で
あ
り
な
が
ら
、
「
家
」
（
摂
関
職
な
ど
あ
る
官
職
を
世
襲
す
る
）
に
帰
属
し
た
形
で
記
載
さ
れ
、

公
私
の
区
別
が
つ
き
が
た
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
家
」
が
「
日
記
の
家
」
と
し
て
成
熟
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

そ
こ
で
作
成
さ
れ

る
日
記
（
狭
義
の
家
記
）
は
、
間
断
な
く
か
っ
詳
細
な
も
の
と
な
り
、
単
に
集
積
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
「
家
」
の
人
々
の
利
用
の
便
宜

も
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
部
類
記
や
別
記
も
そ
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の

点
、
神
宮
層
の
「
家
」
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

若
宮
神
主
家
で
は
、
中
心
と
な
る
神
事
日
記
以
外
に
重
要
な
行
事
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
別
記
を
用
意
し
て
詳
し
く
記
録
し
後

の
便
宜
を
は
か
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〈

お

）

（

帽

山

）

・
八
講
日
記
（
『
祐
重
記
』
義
和
二
年
九
月
一
日
条
「
御
八
講
日
記
別
紙
有
之
」
、
『
祐
明
記
』
建
久
八
年
四
月
九
日
条
「
御
八
講
勤

行
如
例
（
中
略
）
委
記
別
紙
在
」
な
ど
）

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

七



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

)¥ 

－
御
祭
日
記
（
『
祐
重
記
』
養
和
二
年
九
月
十
一
日
条
「
若
宮
御
祭
別
紙
有
」
、
『
祐
賢
毘
文
永
二
年
九
月
十
七
日
条
「
御
祭
如
例
、

委
細
在
別
日
記
」
な
ど
）

－
御
幸
日
記
（
『
祐
賢
記
』
文
永
六
年
四
月
六
日
条
「
同
六
日
暁
、
還
御
、
委
細
事
在
御
幸
日
記
」
な
ど
）

－
御
参
宮
日
記
（
『
祐
賢
記
』
文
永
二
年
十
一
月
八
日
条
「
此
事
去
建
久
六
年
以
九
条
関
白
殿
下
御
参
宮
御
例
令
言
上
故
也
、
委
細
事

御
参
宮
日
記
在
之
」
な
ど
）

・
選
宮
日
記
（
『
祐
春
訪
弘
安
十
年
十
二
月
二
十
一
日
条
「
同
日
、
正
遷
宮
也
、
但
委
細
在
別
記
」
な
ど
）

記
（
『
祐
賢
記
』
文
永
田
年
三
月
二
十
五
日
条
「
門

H
U支
配
注
文
者
、
設
ノ
日
記
ノ
植
ニ
入
之
」
な
ど
）

・
稜

日

あ
る
が
、

祇
園
社
伝
来
の
記
鋸
の
一
つ
で
あ
る
「
社
家
記
録
」
巻
一

t
五
（
『
八
坂
神
社
記
録
』
上
所
収
〉
は
、
社
僧
の
一
人
顕
詮
の
日
次
記
で

〈

mv

（

鈎

〉

門

泊

）

（

抱

）

（

お

〉

（

M
V

（

お

）

（

M
岬
〉

そ
の
中
に
も
「
雑
務
記
」
（
「
雑
記
」
）
・
「
神
事
記
」
・
「
得
分
記
」
・
「
社
務
日
記
」
・
「
檀
那
方
記
（
檀
記
・
檀
越
記
）
」
な
ど
様
々

〈

釘

〉

日
次
記
の
別
記
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
社
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
職
務
に
伴
っ
た
日

な
種
類
の
日
記
が
見
え
て
い
る
。
と
れ
ら
は
、

記
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
前
者
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
の
祇
園
社
の
社
僧
顕
詮
の
日
記
は
、

そ
の
内
容
か
ら
し
て
彼
の
就
い
た
執
行
職
な
ど
の
職
掌
に
直
接
の
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

が
、
ま
っ
た
く
の
個
人
的
な
日
記
と
も
い
え
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
間
的
な
も
の
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
よ
う
で
、
当
時
の
神
宮

－
社
僧
の
神
社
内
に
お
け
る
立
場
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
康
永
二
（
一
三
四
一
二
）
年
七
月

t
応
安
五
（
一
三

七
一
一
）
年
十
二
月
間
の
日
記
の
内
三
年
半
分
が
断
続
的
に
残
存
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
当
時
北
朝
方
の
顕
詮
と
南
朝
に
く
み
す
る
紀
氏

一
族
の
静
晴
の
対
立
に
よ
り
執
行
職
が
目
ま
ぐ
る
し
く
交
替
す
る
中
で
、
彼
の
日
記
は
恐
ら
く
中
断
さ
れ
る
と
と
な
く
記
し
続
け
ら
れ
て

い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
犯
）

大
概
記
之
」
と
あ
る
よ
う
に
別
記
も
作
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
乙
の
現
存
の
応
安
四
年
記
以
降
に
は
、
各
日
の
条
の
初
頭
に
、
必
ず
「
南

無
天
神
、
三
所
権
現
王
子
、
諸
神
部
類
巻
属
」
と
記
し
、
次
に
「
南
無
薬
師
如
来
十
二
神
将
、
七
千
夜
叉
、
南
無
延
命
地
蔵
大
井
、
南
無

ま
た
応
安
四
年
記
に
は
、

一
部
が
有
馬
温
泉
・
広
峰
社
へ
の
旅
の
日
記
と
な
っ
て
お
り
、
「
路
次
記
在
別
、



南
無
阿
弥
陀
仏
：
：
：
」
と
記
し
て
い
る
（
応
安
五
年
記
で
は
更
に
、
縦
一
寸
横
三
分
位
の
地
蔵
尊
像
を
数
体
か
ら
数
十
体
並

べ
て
押
捺
し
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
顕
詮
の
日
記
が
私
的
な
記
録
で
も
あ
る
と
と
を
示
す
事
実
で
あ
る
。

第
三
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
祇
園
社
の
社
僧
の
「
家
」
に
も
、
「
日
記
の
家
」
化
の
進
行
が
認
め
ら
れ
る
訳
で
、
そ
の
点
で
は
若
宮

神
主
家
と
似
た
よ
う
な
基
盤
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
顕
詮
の
日
記
は
、
同
じ
日
次
記
で
も
若
宮
神
主
家
の
も

阿
弥
陀
仏

の
と
は
日
記
と
し
て
の
性
質
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
「
日
記
の
家
」
佑
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
差
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

乙
の
原
因
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
想
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
そ
の
神
宮
の
「
家
」
が
そ
の
神
社
内
に
お
い
て
ど

の
程
度
支
配
的
地
位
を
確
立
し
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

次
に
同
の
タ
イ
プ
、

つ
ま
り
記
主
が
当
番
制
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

（

鈎

）

ハ

岨

）

例
え
ば
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
外
方
衆
会
・
白
山
社
の
荘
厳
講
な
ど
、
仏
教
色
の
強
い
神
社
に
お
い
て
、
そ
の
運
営
に
参
加
す
る
院
・
坊
主

た
ち
に
よ
る
会
合
が
行
わ
れ
る
度
に
、
そ
乙
で
の
決
定
事
項
や
話
題
が
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
記
事
も
ひ
と
月
に
一
度
と
い

う
よ
う
に
毎
日
連
続
し
な
い
場
合
が
多
く
、
記
主
も
輪
番
で
一
つ
の
日
記
に
複
数
人
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
鶴
岡
八
幡
宮
の
も
の
で
は
、
『
鶴
岡
事
書
日
記
』
『
香
蔵
院
事
伯
記
一
四
な
ど
の
名
称
で
伝
存
し
て
い
る
記
録
が
そ
れ
に
当
た
る
。

前
者
は
、
明
捷
二
（
一
三
九
一
）
年
十
一
月
I
応
永
七
（
一
四

O
O）
年
八
月
間
の
外
方
衆
会
の
記
録
で
あ
り
、
記
載
形
式
は
、
月
毎
に

会
所
（
衆
会
所
と
も
い
う
）
名
を
記
し
、
衆
会
開
催
日
と
参
集
者
の
坊
名
を
記
し
、
衆
会
で
の
決
定
事
項
・
協
議
事
項
等
を
事
書
に
て
記

香
蔵
院
時
祐
一
人
の
筆
録
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

後
者
も
や
は
り
外
方
衆
会
の
記
録
で
あ
る
が
、

記
事
は
、
長
禄

載
し
て
い
る
。

（
一
四
五
九
）
年
十
一
月
l
寛
正
三
（
一
四
六
二
）
年
十
月
ま
で
の
約
三
ヶ
年
に
わ
た
る
分
が
現
存
し
て
い
る
。

応
永
二
（
一
三
九
五
）

年
頃
に
は
八
坊
あ
っ
た
外
方
供
僧
も
菰
祐
の
頃
に
は
わ
ず
か
三
坊
に
減
少
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
衆
会
の
活
動
も
詑
滞
気
味
で
あ
っ
た
よ

弥
祐
が
日
記
に
し
ば
し
ば

う
で
あ
り
、
本
来
交
替
で
記
す
べ
き
日
記
を
、
部
祐
ひ
と
り
で
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
と
の
辺
に
あ
る
。
更
に
、

〔

M
M
）

愚
僧
之
無
覚
悟
仁
為
不
可
被
思
召
如
此
注
置
者
也
」
「
若
後
世
覚
悟
之
供
僧

「
後
世
若
覚
悟
之
供
僧
出
現
時
、

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

九



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

二
O

円
m
M
V

外
方
ニ
モ
進
止
ニ
モ
為
出
現
之
人
注
置
者
也
、
全
為
当
代
之
不
注
置
所
也
」
と
記
し
て
い
る
と
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

八
幡
宮
内

部
に
お
け
る
外
方
供
僧
の
勢
力
の
衰
退
と
と
も
に
、

旧
来
の
伝
統
や
権
益
が
守
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
激
し
く
憤
慨
し
な
が
ら
実
際
に

は
な
す
術
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
彼
が
、
何
と
か
伝
統
を
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
努
力
の
一
環
が
ζ

の
日
記
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
乙

の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
ζ

の
日
記
は
、
『
鶴
岡
事
書
日
記
』

と
は
形
式
的
に
似
て
い
る
が
、

弥
祐
の
個
人
的
見
解
が
ふ
ん

だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
記
載
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
そ
の
積
極
的
な
筆
の
運
び
は
、
従
来
の
日
記

の
性
格
を
逸
脱
し
て
し
ま
い
、
彼
自
身
も
ζ

の
と
と
を
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
、
日
記
の
中
に
「
就
中
我
々
之
月
行
事
時
、
其
相
当
月
可

〈

叫

）

被
注
子
細
等
近
代
不
被
記
、
思
僧
為
一
人
記
置
者
也
、
然
間
一
筆
間
私
記
録
相
似
候
問
、
於
以
後
者
雄
有
双
紙
不
可
記
者
也
」
と
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
と
で
部
祐
が
「
私
記
録
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
と
と
に
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
外
方
衆
会
の

記
録
を
彼
が
「
公
」
の
記
録
と
認
識
し
て
い
た
ζ

と
の
反
映
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

公
日
記
が
断
絶
し
た
り
、

こ
の
よ
う
な
輪
番
で
記
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
日
記
は
、
平
安
末
期
に
蔵
人
に
よ
る
殿
上
日
記
や
太
政
官
の
外
記
に
よ
る
外
記
日
記
な
ど
の

ハM
M）

そ
の
官
職
を
世
襲
化
し
て
し
ま
っ
た
「
家
」
の
日
記
に
変
質
し
て
し
ま
っ
て
以
後
、
中
世
で
は
、
内
裏
の
女
房

と
の
時
代
の
寺
社
の
日
記
に
特
徴
的
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
タ
イ
プ
の
日
記
の
淵
源
に
つ
い
て
は
今
の
と
と
ろ
詳
し
い
ζ

と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
憶
測
を
述
べ
て
お
け
ば
、

た
ち
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
以
外
に
は
朝
廷
周
辺
に
確
認
で
き
ず
、

鶴
岡
八
幡
宮
や
白
山
社
な
ど
仏
教
的
な
色
彩
の
強
い
神
社
に
事
例
が
見
出
だ
せ
る
ζ

と
か
ら
、
乙
れ
ら
と
本
末
関
係
な
ど
で
関
係
の
深
い

比
叡
山
延
暦
寺
な
ど
の
中
央
の
大
寺
院
の
集
会
組
織
の
記
録
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
後
日
の
課
題
と
し
て
お

L
2
p
e

』、。

i
f
L
 

註

（
1
）
拙
稿
「
日
記
の
家
」
（
『
九
州
史
学
』
八
四
号
、
昭
和
六
十
年
）
、
「
『
中
右
記
』
と
「
日
記
の
家
」
」
（
『
文
学
』
第
五
十
七
巻
六
号
、
平
成
元
年
）
な

ど。



（
2
）
中
世
の
史
料
に
は
、
寺
社
関
係
の
も
の
に
限
ら
ず
、
多
数
の
「

1
日
記
」
と
呼
ば
れ
た
記
録
が
存
在
す
る
。
例
を
上
げ
れ
ば
切
り
が
な
い
が
、
本

稿
で
扱
わ
な
か
っ
た
神
社
の
文
書
か
ら
挙
げ
れ
ば
、
気
多
社
免
田
回
数
日
記
「
気
多
神
社
文
書
一
号
）
、
四
月
御
祭
日
記
（
『
香
取
文
書
』
所
収
「
旧

大
禰
宜
家
文
書
」
一
八
六
号
）
、
常
陸
大
賀
村
検
注
取
帳
副
日
記
案
（
『
神
道
大
系
神
社
編
二
十
二
香
取
・
鹿
島
』
〉
な
ど
の
類
で
あ
る
。

（
3
）
荒
木
尚
・
川
添
昭
二
・
古
賀
寿
・
山
中
耕
作
編
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
・
同
紙
背
』
（
高
良
大
社
刊
、
昭
和
四
十
七
年
）
。

（
4
）
と
乙
で
は
『
神
道
大
系
神
社
編
七
石
清
水
』
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。
ま
た
本
書
に
付
さ
れ
て
い
る
村
田
正
志
氏
に
よ
る
解
題
も
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
5
）
例
え
ば
、
貴
族
の
日
記
で
は
「
吏
部
記
」
「
江
記
」
「
為
房
記
」
な
ど
、
史
書
で
は
「
日
本
書
紀
」
「
続
日
本
紀
」
な
ど
の
六
国
史
や
「
類
衆
国
史
」
、

そ
の
他
「
延
喜
神
祇
式
」
「
日
本
紀
私
記
」
「
神
祇
令
」
「
儀
制
令
」
「
令
義
解
」
「
本
朝
神
仙
伝
」
「
往
生
伝
」
な
ど
で
、
縁
起
類
も
例
は
挙
げ
な
い
が
、

八
幡
宮
関
係
以
外
の
も
の
も
多
い
。
そ
の
地
理
的
な
環
境
に
よ
り
交
渉
の
あ
っ
た
「
日
記
の
家
」
や
外
記
な
ど
王
朝
国
家
の
記
録
組
織
に
依
存
で
き

た
点
、
更
に
逆
に
そ
れ
ら
に
対
し
て
相
互
補
完
的
に
先
例
・
記
録
を
供
給
で
き
た
と
と
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。

（
6
）
註
（
4
）
に
同
じ
。
以
下
、
村
田
氏
の
説
は
み
な
と
れ
に
拠
る
。

（
7
）
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
清
郎
「
石
清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
紀
氏
門
閥
支
配
の
形
成
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
』
四
十
九
号
、
昭
和
五
十
一
年
）
参

照。

（
8
）
慶
清
は
文
治
三
（
一
一
八
七
）
年
正
月
三
日
死
去
。

（
9
）
史
料
②
冒
頭
部
分
に
み
え
る
「
御
記
」
と
い
う
意
識
。
道
清
の
記
し
た
奥
書
に
あ
っ
た
と
い
う
「
為
子
孫
」
と
い
う
文
言
な
ど
か
ら
も
感
じ
ら
れ

ょ
う
。

（
叩
）
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
六
月
九
日
。

（
日
）
『
鎌
倉
遺
文
』
五
一
四
二
号
、
本
文
書
は
、
前
稿
（
は
じ
め
に
の
註
（
3
）
）
で
提
示
し
た
記
録
該
状
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
ロ
）
こ
の
点
、
本
章
註
（
1
）
の
拙
稿
「
『
中
右
記
』
と
「
日
記
の
家
」
」
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
院
政
一
の
公
卿
藤
原
宗
忠
の
部
類
記
作
成
の
際
の
記
事

に
も
同
様
の
意
識
が
見
え
る
。
ま
た
、
史
料
②
の
後
半
部
は
若
干
意
味
が
取
り
に
く
い
も
の
の
、
父
の
遺
命
に
よ
り
相
伝
の
童
書
（
恐
ら
く
故
人
の

自
筆
の
も
の
か
）
を
「
経
之
料
情
」
と
し
て
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
乙
の
点
も
宗
忠
の
場
合
と
同
様

で
あ
る
。

（
日
）
『
宮
寺
一
縁
事
抄
』
に
は
、
「
権
別
当
厳
清
記
」
（
巻
第
十
了
御
神
楽
次
第
）
、
「
故
判
官
棚
田
日
記
」
（
御
神
楽
次
第
）
、
「
式
賢
記
」
（
御
神
楽
次
第
）
、

「
俊
盛
法
橋
日
記
脱
却
」
（
御
神
楽
一
次
第
、
「
此
延
引
日
記
者
、
於
俊
盛
法
橋
之
房
、
以
盛
継
法
一
橋
自
筆
日
記
、
彼
祐
俊
書
写
」
、
「
祖
師
慶
清
暦
日
記
」

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

（
御
神
楽
次
第
）
と
い
っ
た
日
記
が
見
え
て
お
り
、

的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

（
U
）
応
長
元
（
一
一
一
二
一
）
年
十
二
月
五
日
付
尚
清
処
分
状
「
『
菊
大
寺
家
文
書
』
、
『
鎌
倉
遺
文
』
ニ
四
四
九
六
号
）
。
乙
と
で
は
「
此
圧
々
弁
田
畠
屋

々
敷
坊
舎
庫
二
字
日
記
文
書
井
所
有
之
財
宝
鞍
以
下
之
具
足
等
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
日
）
年
代
記
的
な
形
式
を
と
る
も
の
の
事
例
と
し
て
は
、
「
宇
佐
宮
年
代
記
」
（
『
続
到
津
文
書
』
二
十
五
号
〉
な
ど
。

（
珂
〉
『
八
坂
神
社
記
録
』
上
巻
（
八
坂
神
社
社
務
所
、
昭
和
十
七
年
）
所
収
。

（
刀
）
小
杉
遥
「
祇
園
社
の
社
僧
」
『
神
道
史
研
究
』
一
八
｜
二
・
三
、
昭
和
四
十
五
年
。

（
凶
）
『
八
坂
神
社
文
書
』
上
巻
五
号
祇
園
社
文
書
目
録
。

（
四
〉
「
社
家
記
録
ニ
」
（
『
八
坂
神
＃
記
録
』
上
巻
所
収
）
観
応
元
年
六
月
四
日
条
。

（
却
）
『
春
日
社
記
録
』
一

t
三
解
説
（
『
増
補
続
史
料
大
成
』
、
臨
川
書
店
）
。
は
じ
め
に
の
註
（
l
）
に
引
用
し
た
永
島
氏
著
書
な
ど
。

〈
幻
〉
以
後
、
継
続
さ
れ
て
近
世
に
至
る
ま
で
次
の
よ
う
な
神
主
の
日
記
が
代
々
記
さ
れ
て
い
る
（
未
刊
）
。

祐
臣
記
（
正
和
三

t
正
中
二
年
）
・
祐
時
記
（
応
永
十
ニ

t
嘉
吉
二
年
〉
・
祐
辰
記
（
明
応
六
年
）
・
祐
弥
記
（
永
正
元
I
大
永
五
年
）
・
祐
恩
記

（
永
正
十
四

t
永
禄
四
年
）
・
祐
維
記
（
永
正
十
五

I
大
永
二
年
）
・
祐
磁
記
〈
永
禄
三

t
天
正
三
年
〉
・
祐
金
記
（
永
禄
十
ニ

t
天
正
十
三
年
）

（m
U
〉
註
（
却
）
の
永
島
氏
『
春
日
社
記
録
』
一
解
説
の
四
、
日
記
の
特
色
の
項
。

（
お
〉
『
春
日
社
記
録
』
一
所
収
（
『
増
補
続
史
料
大
成
』
、
臨
川
書
店
、
以
下
同
じ
）
。

（
M
）
『
春
日
社
記
録
』
一
所
収
「
旧
記
勝
出
」
。

（
お
）
『
春
日
社
記
録
』
一
所
収
。

（
お
）
『
春
日
社
記
録
』
一
所
収
。

（
釘
）
『
春
日
社
記
録
』
一

t
三
所
収
。

（
部
）
『
春
日
社
記
録
』
三
所
収
。
永
島
氏
（
同
書
解
説
）
は
、
前
代
の
中
臣
祐
賢
記
ま
で
の
一
連
の
日
記
の
通
例
と
し
て
題
名
に
「
X

X
年
恒
例
・
臨

時
御
神
事
記
」
と
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
乙
の
祐
春
記
に
お
い
て
は
、
弘
安
六
年
記
ま
で
は
そ
れ
ま
で
の
例
に
習
い
な
が
ら
、
弘
安
十
年
記
に

は
、
単
に
「
弘
安
十
年
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
、
「
祐
春
が
あ
え
て
書
名
を
改
め
た
こ
と
に
は
、
公
務
日
記
に
身
辺
雑
記
を
加
え
る

意
図
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（m
m
）
「
社
家
記
録
」
三
の
正
平
七
年
四
月
六
日
条
に
「
宮
川
保
役
、
去
一
日
神
祭
武
石
田
斗
内
、
今
日
付
孫
法
師
、
旦
萱
石
五
斗
七
升
米
到
来
：
・
：
・

こ
れ
ら
の
中
に
は
「
暦
日
記
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
え
て
お
り
、
日
次
記



（
中
略
）
・
：
：
委
記
在
雑
務
記
」
と
あ
る
。

（
却
）
「
社
家
記
録
」
二
の
観
応
元
年
六
月
八
日
条
に
「
一
、
供
花
成
（
刻
の
略
字
）
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
供
花
記
、
自
今
日
雑
記
ニ
略
之
、
社
家
方
－
一

記
之
」
と
あ
る
。

（
出
）
同
前
観
応
元
年
十
二
月
二
日
条
に
「
て
社
僧
善
誉
（
割
注
に
権
大
別
当
と
あ
る
）
追
放
座
席
、
酒
狂
之
余
、
盃
ヲ
予
ニ
差
之
問
、
不
及
許
容
、

詮
祐
欲
飲
之
処
、
称
非
本
意
抜
刀
之
問
、
令
打
郷
、
奪
取
彼
万
了
、
比
輿
々
々
、
委
記
在
社
家
方
記
弁
神
事
記
」
と
あ
る
。

（
忽
）
「
社
家
記
録
」
＝
石
正
平
七
年
正
月
八
日
条
に
「
宮
飽
夫
質
用
途
四
人
分
萱
貫
武
百
文
（
割
注
省
略
）
沙
汰
之
、
委
記
在
得
分
記
」
と
あ
る
。

（
泊
）
正
平
七
年
十
二
月
二
十
七
日
条
に
「
宮
川
保
幣
供
米
武
百
石
室
斗
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
此
外
供
米
沙
汰
事
、
社
務
日
記
等
一
一
有
之
」
と
あ
る
。

（
鈍
）
「
社
家
記
録
」
二
の
観
応
元
年
三
月
十
八
日
条
に
「
行
二
階
堂
三
川
入
道
（
割
注
に
将
軍
御
所
奉
行
と
あ
る
）
許
、
見
参
、
御
神
楽
用
途
以
下
事

申
了
、
委
記
有
檀
那
方
記
」
と
あ
る
。

（
お
）
同
前
観
応
元
年
七
月
二
十
九
日
条
「
方
々
出
仕
、
有
檀
記
」
と
あ
る
も
の
な
ど
。

（
お
）
同
前
観
応
元
年
七
月
二
日
条
の
「
一
、
治
部
卿
律
師
顕
恵
見
参
」
の
割
注
に
「
委
記
有
檀
越
記
」
と
あ
る
。

（
釘
）
間
前
観
応
元
年
七
月
二
十
日
条
「
て
座
主
事
、
今
日
被
下
院
宣
於
青
蓮
院
入
道
親
王
（
割
注
略
）
執
行
事
等
有
別
記
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
別

記
」
の
存
在
を
明
記
す
る
部
分
も
存
在
す
る
。

（
犯
）
「
社
家
記
録
」
四
応
安
四
年
十
月
七
日
条
。

（
却
）
鶴
岡
八
幡
宮
に
お
い
て
社
務
を
執
行
す
る
本
様
供
僧
は
、
別
当
進
止
下
に
あ
る
内
方
供
僧
と
進
止
の
及
ば
な
い
外
方
供
僧
ハ
外
様
・
公
方
様
御
祈

願
供
僧
）
か
ら
な
り
、
十
四
世
紀
頃
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
会
合
を
も
ち
、
諸
事
に
あ
た
っ
て
い
た
（
『
神
道
大
系
神
社
編
二
十
鶴
岡
』
解
題
）
。

（
ω）
今
日
残
存
す
る
『
白
山
宮
荘
厳
講
中
記
録
』
（
『
白
山
比
蝉
神
社
文
献
集
』
所
収
）
は
、
承
元
三
三
二

O
九
）
年

t
弘
治
三
三
五
五
六
）
年
の

聞
の
記
録
を
載
せ
る
が
、
日
次
記
的
な
も
の
で
は
な
く
、
後
に
当
時
伝
存
し
て
い
た
極
め
て
雑
多
な
記
録
や
文
書
類
を
集
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ

り
、
前
掲
の
中
世
神
社
記
録
の
分
類
で
い
え
ば
、
（
オ
）
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
材
料
の
中
に
定
期
的
に
行
わ
れ
る
荘
厳
講
衆
の

メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
と
思
う
。
荘
厳
講
に
つ
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
「
白
山
信
仰
｜
｜
中
世
加
賀
馬

場
の
椛
造
｜
｜
」
（
『
石
川
県
尾
口
村
史
』
第
三
巻
通
史
編
、
昭
和
五
十
六
年
）
、
沼
賢
官
民
「
加
賀
白
山
修
験
固
と
荘
厳
諮
」
（
『
白
山
・
立
山
と
北

陸
修
験
道
』
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
）
藤
井
豊
久
「
加
賀
国
中
世
白
山
本
宮
の
寺
院
組
織
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
の
前
近
代
と
北
陸
社
会
』
忠
文

間
出
版
、
平
成
元
年
）
参
照
。

（M
U
）
『
神
道
大
系
神
社
編
二
十

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

鶴
岡
』
所
収
。



中
世
楠
社
の
記
録
に
つ
い
て

二
四

（必）
円必）

（

H
H）
 

（必）

『
香
蔵
院
称
祐
記
録
』
寛
正
二
年
十
二
月
記
。

同
前
寛
正
三
年
三
月
記
？
。

註
（
必
〉
K
同
じ
。

乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
外
記
日
記
と
『
日
記
の
家
』
」
（
『
九
州
史
学
』
八
七
、
昭
和
六
十
二
年
）
参
照
。

第
二
章

出
雲
国
杵
築
大
社
の
造
宮
・
遷
宮
記
録

第
一
章
で
は
、
記
録
譲
状
が
見
出
だ
し
得
る
石
清
水
八
幡
宮
・
祇
園
社
・
春
日
若
宮
社
な
ど
、
主
と
し
て
中
央
の
神
社
に
伝
来
す
る
苛

誌
を
素
材
と
し
て
、
第
一
章
第
一
節
で
提
示
し
た
中
世
神
社
の
記
録
の
分
類
パ
タ
ー
ン
の
、
特
に
後
半
の
（
オ
）
と
（
カ
）
の
問
題
を
中
心
に

論
じ
て
き
た
。
こ
乙
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
（
イ
）
の
造
営
・
遷
宮
な
ど
臨
時
の
重
要
な
行
事
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
、
地
方
の
大
社

で
あ
る
出
雲
国
杵
築
大
社
の
事
例
を
、

や
は
り
中
世
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
記
録
譲
状
に
導
か
れ
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一
節

出
雲
国
造
家
の
記
録
譲
状
の
分
析

出
雲
固
に
お
い
て
古
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
人
々
の
厚
い
信
仰
を
集
め
、
中
世
に
お
い
て
は
特
に
一
宮
と
し
て
国
内
の
寺
院
・
神
社

〈

I
V

（

2
）

の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
杵
築
大
社
に
つ
い
て
す
で
に
多
く
の
論
稿
が
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
近
年
、
井
上
寛
司
氏
に
よ
っ
て
、

従
来
等
閑
祝
さ
れ
て
き
た
中
世
の
杵
築
大
社
に
つ
い
て
、
単
な
る
神
社
史
と
し
て
で
は
な
く
出
雲
中
世
史
の
復
元
の
一
環
と
し
て
、
ま
た

諸
国
一
官
制
の
視
角
の
中
で
精
紋
で
示
唆
に
富
む
優
れ
た
研
究
が
精
力
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

ζ

乙
で
は
主
に
氏
の
論
稿
に
導
か

れ
な
が
ら
、
氏
に
よ
っ
て
も
ま
だ
十
分
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
の
神
社
に
伝
存
す
る
記
録
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

乙
の
杵
築
大
社
を
祭
杷
を
司
る
神
宮
の
頂
点
に
立
っ
て
き
た
国
造
家
の
記
録
譲
状
と
関
連
の
史
料
は
、
主
と
し
て
、
南
北
朝
期

（

3
）
 

に
二
つ
に
分
裂
し
今
日
に
至
る
千
家
家
・
北
島
家
の
両
国
造
家
所
蔵
の
文
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
国
造
家
の
譲
状
は
そ
れ
ら
に
み
る

さ
て



限
り
、
平
安
時
代
最
末
期
の
元
暦
一
一
（
一
一
八
五
）
年
か
ら
戦
国
時
代
に
至
る
ま
で
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の

が
記
録
譲
状
と
い
う
訳
で
は
な
い
事
は
次
に
提
示
す
る
参
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
表
④
の
備
考
の
欄
に
記
し
た
波
線
の
部
分
か
ら
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
的
に
も
、
と
の
国
造
家
の
場
合
、
記
録
譲
状
が
現
れ
て
く
る
の
は
十
四
世
紀
初
頭
の
泰
孝
の
も
の
を
暗
前
ピ
し

て
、
両
家
に
分
裂
以
後
、
千
家
家
で
は
十
五
世
紀
半
ば
の
持
園
、
北
島
家
で
は
十
五
世
紀
初
頭
の
資
孝
ま
で
の
聞
に
限
ら
れ
て
い
る
の
が

ハ
6
）

特
徴
で
あ
る
。
と
の
点
、
前
稿
で
対
象
と
し
た
勧
修
寺
家
の
よ
う
に
、
同
家
に
残
る
最
初
の
譲
状
で
あ
る
経
房
の
鎌
倉
初
期
の
も
の
以

来
、
記
載
内
容
は
変
化
し
な
が
ら
も
、
十
四
世
紀
半
ば
の
経
顕
の
も
の
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
記
録
譲
状
の
性
格
を
持
ち
続
け
た
場
合
と

は
別
な
歴
史
的
背
景
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

表
④
か
ら
知
ら
れ
る
第
二
点
は
、

と
れ
ら
国
造
家
の
記
録
譲
状
に
お
い
て
「
相
副
」
ら
れ
た
日
記
・
記
録
が
、
議
状
の
文
面
に
み
る
か

（
泰
孝
）
、
「
旧
記
」
（
清
孝
）
、
「
当
社
造
営
旧
記
差
図
」
（
孝
宗
他
）
、
「
し
や
け

ぎ
り
「
御
さ
う
ゑ
い
せ
ん
く
う
の
に
ん
き
も
ん
そ
い
け
」

弘
田
子
」
（
資
孝
）

な
ど
で
あ
り
、

そ
の
記
載
か
ら
少
な
く
と
も
大
社
の
造
営
・
選
宮
に
関
す
る
記
録
類
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
乙
と
で
あ
る
。
事
実
、
現
存
の
大
社
関
係
の
史
料
に
つ
い
て
特
に
泰
孝
以
前
の
も
の
を
見
て
み
る
と
主
に
次
の
よ
う
な
記
録
類

が
両
国
造
家
に
残
さ
れ
て
お
り
、
譲
状
の
記
載
が
あ
る
程
度
当
を
得
て
い
る
と
と
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

造
営
遷
宮
日
記
注
進
（
『
北
島
家
文
書
』
所
収
、
以
下
便
宜
上
史
料
A
と
呼
釘

（

8
）
 

造
営
所
遷
宮
注
進
（
『
北
島
家
文
書
』
所
収
、
以
下
史
料
B
と
呼
ぷ
）

（

9
）
 

造
営
日
記
目
録
（
『
千
家
家
文
書
』
所
収
、
以
下
史
料
C
と
呼
ぶ
）

A B C 史
料
A
は
、
康
平
五
（
一

O
六
二
）
年
段
階
に
朝
廷
か
ら
勘
じ
下
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
仮
殿
造
営
の
た
め
の
日
時
勘
文
か
ら
、
久
安
元

（
一
一
四
五
）
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
正
殿
遷
宮
の
儀
式
の
記
録
と
そ
れ
を
上
申
し
た
在
庁
官
人
の
解
状
ま
で
に
至
る
、
主
と
し
て
日
時

勘
文
と
儀
式
の
次
第
・
記
録
を
書
き
並
べ
た
長
案
の
よ
う
な
も
の
で
、
前
欠
・
後
欠
で
あ
る
た
め
、
何
時
と
の
よ
う
な
形
に
ま
と
め
ら
れ

た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
但
し
最
末
尾
に
「
文
治
六
年
被
下
覆
勘
宣
旨
、
改
建
久
元
年
」
と
記
さ
れ
る
と
と
か
ら
、
後
欠
部
分
に
は

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

二
五



表④ ［出雲国造家の譲状］（北＝北島家文書、千＝千家文書、 alま譲与対象物、 bは付帯条件）

年〈西暦）月日 譲与者→被譲与者 備 考

「大社司国造惣検校J宗孝
a. 「杵築大払惣検校職事」

元暦2(1185）年
b. 「孝房堪神明之器量之上、宗孝為嫡子」「次1 

4月日（千） →孝房
第文書相副」「社家宜承知」

a. 「国造職事」「杵築大社惣検校職事」「洛堪

郷、鳥屋郷、武志郷、稲岡郷、出西鉱富村、

「大社司国進惣検閲孝房
大田郷」

建久5(1194）年
b. 「相面1欣第之文書」「出西郷者、孝房親父国2 

3月21日〈千） →孝網
造宗孝特申寄神領、令年来領知皐云々 、又大

回総者、当社今度御遷宮孝房奉懐御鉢、自国

司申寄所令知行」

「大社司」孝網
a. （去与〉「国造検事」「杵築大社惣検校職事」

建保7(1219）年
b. 「雛然旦任親父申霞之旨、舎第政孝頭相副3 

3月11日（千） →政孝（舎弟）
証文等所去与也J

寛喜3(1231)年 「国造大社司惣検閲政孝 a. 「国造井杵築大社惣検校職事」
4 

3月25日（千） →義孝 b. 「相副次第之証文等」

a. 「国造職井杵築大社惣検校職事」

「供神所兄部国造兼大社
b. 「相副次第栂翠調渡之証文弁関東御下文」

弘長2(1262）年
「云大社御領、云神魂社領、無他人之妨可令

5 12月3日（千） 司惣検校」義孝→泰孝
進退領掌」「為止後代之違苦L、平生之時相加

自筆譲与畢候、難為一門、金不可致濫妨」

a. 「いつものくにきっき大しゃのかんぬしならひ

「ζくさう大しゃのかん
にこくさうしき、つけたりそりゃうらの事」

徳治2(1307）年 b. 「右のそりゃうそ hくらハ、ゐんせん・ち
6 3月20日

ぬし」泰孝→「女ハう」
ゃうせん・こくせんならひにくわんとうたい

（後の尼覚日）
たいの釘下文らをたまわりて、やすのりちう

たいさうてんちきゃうさおいなし」

a. 「こくさうしきならひにきつきの大しやか

んぬししきそたいらの事」

b. 「くわんとうたいたいの御下文・御けち・

「国造楽大社司」泰孝
御1；－うそ・てっきゆっり状、ならひに御さう

徳治2(1307）年
ゑいせんくうのにんきもんそいけ、てうとの

7 12月5日（北） →孝時
せうもんいつつうをのこさす、あひくして」

「大しゃの御りやうらとい』かもしゐのしゃ

りやう・大lま・たしりならひにそうしゃりゃ

う、およひさんさいの神田」

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

ム
ノ、



七

年（西暦）月日 議与者→被譲与者 儲 考

a. 「こくさうしきならひにきつきの大しやか

8 
建武元（1334）年 「国造兼大社（司脱カ）」 んぬししき所たいらの事」

8月10日（千） 孝時→「きよのり」（清孝） b. 「しんふやすのり孝時にゆっりたふ候ゃう

ニまかせて」

9 
動ik2 (1343）年 「国造大社神主J清孝 a. 「国造職弁杵築大社惣検校職事」

3月28日（千） →五興津宗（舎弟） b. 「旧記桝t々御下文以下文書等於相副

応安4(1371）年 「供神所兄都圏造兼大社
a. 「国造職井杵築大社惣検校職事」

10 b. 「相副当社造営旧記差図弁公家武家代々御
12月19日（千） 司惣検校J孝宗＋直国

下文以下調度之証文等」

a. 「こくさう大しゃのかんぬししきの事」

11 
応永24(1417）年 資孝→「ゆや六郎」（孫高 b. 「ならひにきうき・さしつ・くわんとう御

12月13日（北） 孝） けち状のほか、しやけの口（こカ）き、のこ

さすあいそえて」

応永35(1428）年 「国造兼大社神主惣検出
a. 「国造職兼杵築大社惣検校職事」

12 b. 「相副当社造営旧記差図井公家武家代々御
2月1日〈千） 直国→高国

下文以下手継調度之証文等」

13 
文安6(1449）年 「国造兼大社神主惣検校Ia. 「国造職兼杵築大社惣検校職事」

3月28日（千） 高国→持国 b. 「相副当社造営旧E謹図」

14 
箆正2(1461）年 「国造裁大社神主惣検出 a. 「国造磯兼杵築大社惣検校職事」

5月12日（千） 持国→助三郎 b. 「相副当社造営旧記差図」
… 

a. 「大社国造職事」

明応4(1495）年 「出雲宿祢兼国造J高俊
b. 「難然幼少之問、東高額云親類、諸篇神妙

15 
11月19日（千） →珍宝丸

口口コ口湖之閥、神職可預置也、其他天下御

祈祷、都部応答可任彼仁、の所領在々所々

社徳分事、欝己置者削

a. 「国造しきの事」「しゃとく（社得）の事」

「十二かうの事」「きっき七うらの事」

16 
先制（1524）年 雅孝イいとう御うへ」 b. 「もし我々それさまの聞に、こ（子）なく

3月5日（北） （尼子経久女） 候ハ』、いつれの物にても侯へ、おやζの御

けいやくをめされ侯て、それさま何やうにも

御ゆっり侯へ…」

文禄2(1593）年
a. 「出雲国大制ヒ島国造磯之事」

17 
9月25日（北）

久孝→「少靖次郎」（広孝） b. 「任筋目御火切井代々証文、守護御判物相

副」

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

入

建
久
元
年
に
行
わ
れ
た
正
殿
の
造
営
・
遷
宮
の
記
録
文
書
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

ζ

の
史
料
を
紹
介
さ
れ
た
村
田
正
志
氏

ば
「
恐
ら
く
宝
治
二
年
造
営
遷
宮
に
際
し
て
国
造
家
か
ら
院
庁
に
注
進
さ
れ
た
旧
記
抄
録
の
案
文
で
あ
ろ
一
四
と
述
べ
ら
れ
、
宝
治
二
年

〈
一
二
四
八
）
段
階
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、

〈

口

）

二
月
十
七
日
と
い
う
付
謹
が
付
け
ら
れ
た
無
年
号
の
国
司
庁
宣
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

氏
は
そ
の
根
拠
と
し
て
『
千
家
家
文
書
』
所
収
の
宝
治
二
年
十

と
れ
が
大
社
造
営
に
つ
い
て
「
尋
取
国
造
義
孝

所
帯
之
記
録
、
可
致
速
疾
之
沙
汰
」
と
い
う
院
宣
を
施
行
せ
よ
と
い
う
内
容
の
文
書
で
あ
る
以
上
、
造
営
以
前
に
出
き
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
史
料
B
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
宝
治
二
年
十
一
月
に
正
殿
遷
宮
の
儀
式
が
終
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

付
築
に
記
さ
れ
た
年
次
は
お
か
し
い
ζ

と
に
な
る
。

（

ロ

）

ニ
八
一
）
年
三
月
日
の
出
雲
国
造
義
孝
言
上
状
を
こ
の
史
料
の
末
尾
に
当
た
る
か
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
氏
の
意
見
に
従
え
ば
、
と
の
史

料
A
は
弘
安
四
年
に
最
終
的
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
と
に
な
る
。
確
か
に
と
の
言
上
状
は
前
欠
で
あ
り
、
前
欠
部
分
に
は
「
自

一
方
、
『
鎌
倉
遺
文
』

に
と
の
史
料
を
収
録
さ
れ
た
竹
内
盟
三
氏
は
、
弘
安
四
（

康
平
至
宝
治
十
箇
度
」
の
「
大
社
御
造
営
之
次
第
」
が
注
進
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
一
見
史
料
A
と
う
ま
く
つ
な
が
忍
か
の
よ
う
に
見
え
る

Q
U由カ）

が
、
と
の
言
上
状
の
作
成
目
的
で
あ
る
「
錆
神
火
、
飲
神
水
、
未
混
流
俗
、
帯
旧
記
、
奉
遂
造
暴
遷
宮
、
自
康
平
至
空
治
十
箇
度
之
御
造

営
、
雄
為
一
代
、
不
交
他
人
」
と
い
う
と
と
を
、
言
上
し
た
相
手
に
納
得
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
し
て
は
、
史
料
A
は
あ
ま
り
に
も
生
の

資
料
を
そ
の
ま
ま
雑
然
と
並
べ
た
ま
ま
と
い
う
感
じ
の
代
物
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
残
存
部
分
に
関
す
忍
限
り
、
国
造
だ
け
が
大
社
の
造

同
呂
の
主
役
足
り
得
た
と
い
う
文
書
の
主
旨
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
で
あ
る
。
恐
ら
く
言
上
状
の
前
欠
部
分
に
注
進
さ
れ
た
内
容
は
、
史
料

そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
A
の
失
わ
れ
た
部
分
が
ど
の
程

（

日

）

度
で
、
か
つ
如
何
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
た
か
今
日
で
は
知
り
得
な
い
以
上
、
あ
ま
り
推
測
を
重
ね
て
も
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

A
を
抜
粋
し
て
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、

や
ん
だ
史
料
A
が
平
安
時
代
の
杵
築
大
社
の
造
営
・
遷
宮
の
実
態
を
教
え
て
く
れ
る
稀
有
の
史
料
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

ζ

の
史
料
が
国

造
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
、
記
録
譲
状
の
作
成
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
を
解
く
鍵
の
ひ
と
つ
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
本
稿
で
は
あ
え
て
推
測
を
重
ね
て
も
史
料
と
し
て
の
性
格
を
で
き
る
限
り
深
く
掘
り
下
げ
る
と
と
に
し
た
い
。



乙
の
点
、
史
料
B
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
ζ

と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宝
治
二
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
正
殴
遷

（

M）
 

宮
の
儀
式
の
記
録
を
内
容
に
持
つ
史
料
B
は
、
す
で
に
曽
根
地
之
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
事
業
を
現
地
で
押
し
進

（

店

）

め
た
当
時
の
出
雲
国
街
の
在
庁
宮
人
た
ち
に
よ
っ
て
注
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。
注
進
し
た
相
手
は
、
す
で
に
下
向

・
在
国
す
る
と
と
が
な
く
な
っ
て
久
し
い
国
司
（
ま
た
は
知
行
国
主
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
受
領
国
司
の
謡
任
が
一
般
化
し
、

さ
ら
に
一
宮
制
が
成
立
し
た
段
階
以
降
、
在
地
の
留
守
所
な
ど
が
造
営
・
遷
宮
を
終
え
る
度
に
こ
の
よ
う
な
注
進
状
を
作
成
し
て
京
都
の

国
司
に
提
出
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
史
料
A
に
は
、
乙
の
史
料
B
と
同
様
の
形
式
を
持
つ
記
録
が
、
各
々
の
遷
宮
に
つ
い
て
含
ま

れ
て
お
り
、

ζ

の
史
料
A
自
体
も
基
本
的
に
は
国
街
サ
イ
ド
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

第
二
節

「
国
日
記
」
に
つ
い
て

史
料
A
が
現
存
の
こ
の
よ
う
な
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、

は
た
し
て
国
衝
に
ま
だ
関
連
の
記
録
が
保
存
さ
れ
て
い
た
段
階
な
の
か
、

そ
れ
と
も
元
に
な
っ
た
そ
れ
ら
記
録
ご
と
国
造
家
に
移
っ
て
か
ら
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
乙
の
史
料
A
の
内
容
を
構

成
す
る
基
礎
的
な
素
材
部
分
が
、
国
街
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
所
蔵
さ
れ
て
い
た
記
録
・
文
書
で
あ
っ
た
乙
と
は
確
か
と
思
わ
れ
忍
。
史
料

A
の
中
に
含
ま
れ
る
様
々
な
記
録
類
の
う
ち
、

乙
の
乙
と
を
最
も
端
的
に
示
す
と
思
わ
れ
る
の
が
「
国
日
記
」
と
い
う
名
で
記
載
さ
れ
て

い
る
日
記
の
存
在
で
あ
る
。
現
在
活
字
化
さ
れ
て
い
る
史
料
A
の
記
載
で
は
、
乙
の
「
国
日
記
」
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
お
い

て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
史
料
A
の
ま
と
め
ら
れ
た
段
階
と
同
時
に
複
合
ま
た
は
接
合
さ
れ
た
よ
う

に
見
え
て
し
ま
う
が
、
島
根
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
各
『
北
島
家
文
書
』
の
影
写
本
で
確
認
し
た
と
と
ろ
、
と
れ
ら
は
日
時
勘
文

の
部
分
の
行
聞
に
記
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
史
料
A
の
基
本
的
な
部
分
が
作
成
さ
れ
た
後
に
、
こ
の
「
国
日
記
」
が
書
き
加
え
ら
れ
た

と
と
を
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
後
述
の
よ
う
に
「
国
日
記
」
と
い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
て
伝
来
し
た
記
録
が
当
時
単
独
で
存
在
し
て
い
た

可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
。

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

九



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

。

乙
の
「
国
日
記
」
で
あ
る
が
、
『
北
島
家
文
書
』
の
村
田
正
志
氏
の
解
説
で
は
「
出
雲
国
造
家
の
記
録
」
と
し
、
誉
回
慶
信
却
は
「
国

街
で
は
、
か
か
る
国
日
記
が
遷
宮
神
事
な
ど
の
儀
礼
に
関
し
て
記
録
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧
記
注
進
も
こ
の
国

日
記
の
記
事
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
国
街
に
よ
る
記
録
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
と
の
点
に
つ
い
て
は
誉
回

（

四

）

氏
の
理
解
の
ほ
う
が
意
を
尽
く
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
井
上
寛
司
氏
が
指
摘
き
れ
て
い
る
よ
う
に
、
杵
築
大
社
が
出
雲
国
一
宮
と
し

て
認
定
さ
れ
る
に
伴
い
、
国
造
職
は
国
街
機
構
の
職
の
一
つ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
と
把
え
、
国
街
の
多
様
な
機
能
の
一
つ
（
宗
教
部
門
）

を
担
当
し
て
い
た
と
み
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
村
田
氏
の
理
解
で
も
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
造
を
国
街
機
構
の
一
部
と
見
な
し
て
し
ま
う
点
に
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
を
持

自
身
は
、
別
稿
（
本
章
註
（
部
）
）

っ
て
い
る
。
平
安
末
期
に
至
る
ま
で
国
造
職
自
体
、
確
か
に
国
司
庁
宣
で
補
任
さ
れ
、
国
街
機
構
と
不
即
不
離
の
存
在
で
あ
っ
た
と
見
な

し
え
る
が
、
あ
く
ま
で
国
街
の
神
祇
関
係
を
担
当
す
る
「
所
」
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
し
て
ζ

の
「
国
日
記
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
史
料
A
中
に
お
い
て
、

ζ

の
「
国
日
記
」
が
あ

く
ま
で
「
国
日
記
」
と
見
え
、
「
嗣
造
日
記
」
と
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
と
が
ま
ず
参
考
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
史
料
A
の
他
の
部
分
（
「
御

遷
宮
料
物
」
に
つ
い
て
、
「
自
京
被
奉
送
物
」
と
「
於
国
奉
調
物
」
と
い
う
対
称
で
記
さ
れ
る
部
分
、
ま
た
「
国
大
工
」
と
い
う
表
現
な

ど

か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
国
」

は
あ
く
ま
で
国
街
関
係
の
も
の
を
指
す
用
語
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
あ
。
更
に
こ
の

の
天
仁
三
年
七
月
四
日
条
に
み
え
る
大
社
造
営
の
た
め
に
必
要
な
材
木
が
海
岸
に
漂
着
し
た
説
話
が
、
康
治
二
年
三
月
十
九

（

印

）

日
付
の
官
宣
旨
（
同
じ
く
史
料
A
に
引
載
さ
れ
て
い
る
）
に
引
用
さ
れ
る
出
雲
国
在
庁
宮
人
の
解
状
に
も
若
干
の
事
実
誤
認
を
含
み
な
が

（
却
〉

ら
も
見
え
て
お
り
、
国
街
の
人
々
に
と
っ
て
周
知
の
内
容
で
あ
っ
た
ら
し
い
事
、
ま
た
建
久
二
年
八
月
二
日
の
出
雲
国
在
庁
宮
人
等
解
に

よ
れ
ば
、
国
造
家
の
所
蔵
文
書
は
久
安
五
（
一
一
四
九
）
年
十
一
月
二
十
八
日
に
不
慮
の
火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
事
、
つ
ま

り
と
れ
以
前
の
記
録
・
文
書
が
国
造
側
に
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
少
な
い
事
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
応
の
結
論
と
し

と
の
「
国
日
記
」
を
国
造
自
身
の
記
し
た
日
記
と
だ
け
理
解
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
誉
回
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に

「
国
日
記
」

て
は
、



国
街
の
日
記
と
理
解
し
た
方
が
正
確
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
あ
え
て
憶
測
を
加
え
る
な
ら
ば
、

ζ

の
「
国
日
記
」
と
い
う
名
称
は
、
国

つ
ま
り
大
社
H
H
国
造
側
の
人
々
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ

〈

幻

）

日
記
的
な
部
分
も
見
え
て
お
り
、
と
れ
ら
も
「
国
日
記
」
が
付

街
が
機
能
し
て
い
た
段
階
に
お
い
て

る
）
。
史
料
A
に
は
、

i

他
に
も
「
見
旧
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
や
、

記
さ
れ
る
以
前
に
、
史
料
A
が
作
成
さ
れ
る
際
に
使
用
さ
れ
た
原
「
国
日
記
」
の
一
部
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
推
定
が
成
り
立
ち
得
る
な

「国」

に
対
す
る
存
在
、

ら
ば
、
極
め
て
断
片
的
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
平
安
末
期
の
国
街
に
も
日
記
（
恐
ら
く
職
掌
日
記
の
類
か
）
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
ほ

（

包

｝

と
ん
ど
唯
一
の
史
料
に
な
り
、
国
街
の
記
録
組
織
と
し
て
の
機
能
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
材
料
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

第
三
節

杵
築
大
社
の
造
営
遷
宮
記
録

さ
て
と
の
史
料
A
・
B
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
、
表
④
で
示
し
た
一
連
の
譲
状
や
そ
の
他
の
大
社
造
営
に
関
す
る
領
家
や
鎌
倉
幕
府
発

拾
の
文
書
の
中
で
特
記
さ
れ
た
国
造
所
有
の
造
営
遷
宮
に
閲
す
る
記
録
の
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
見
す
れ
ば
わ
か

る
よ
う
に
、

A
・
B
は
造
営
・
遷
宮
に
伴
う
工
事
や
儀
式
の
大
ま
か
な
日
時
や
手
順
を
記
録
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
多
岐
に
わ
た
る

複
雑
な
事
業
を
こ
れ
ら
だ
け
で
運
営
し
て
い
く
の
は
無
理
で
あ
る
。
そ
の
点
、
文
永
十
二

（
一
二
七
五
）

年
四
月
日
に
注
進
さ
れ
た
造

営
・
遷
宮
記
録
の
目
録
で
あ
る
史
料
C
は
、
嘉
禄
ニ
（
一
二
二
六
）
年
十
月
頃
開
始
さ
れ
翌
年
七
月
に
遷
宮
が
成
っ
た
仮
殿
造
営
の
記
録

と
寛
喜
元
（
一
二
二
九
）
年
十
一
月
に
開
始
さ
れ
宝
治
二
年
十
月
に
遷
宮
が
成
っ
た
正
殿
造
営
の
記
録
（
史
料
B
も
項
目
だ
け
挙
げ
ら
れ

そ
と
に
列
挙
さ
れ
た
様
々
な
記
録
類
は
、
そ
れ
自
体
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
内
容
の
簡
単
な
項
目
の
記
載
だ

て
い
る
）
よ
り
な
っ
て
お
り
、

け
で
あ
る
が
、
「
年
々
日
記
帳
在
也
」
と
付
記
さ
れ
た
項
目
も
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
個
々
の
項
目
ご
と
に
か
な
り
の
記
録
・
文
書

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
一
国
規
模
で
営
む
大
事
業
に
必
要
と
さ
れ
る
記
録
の
全
体
像
を
、
間
接
的
な
が
ら
あ
る
程
度
示
し

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

乙
の
史
料
C
の
注
進
主
体
は
明
ら
か
に
国
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
国
造
所
持
の
造
営
遷

宮
に
関
す
る
記
録
と
は
ま
さ
に
ζ

の
史
料
C
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
記
録
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
と
と
で
疑
問
な
の
は
、
史

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

料
B
の
遷
宮
注
進
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
と
の
史
料
C
に
含
ま
れ
て
い
る
記
録
類
の
か
な
り
の
部
分
が
も
と
も
と
国
街
の
記
録
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
と
と
で
あ
る
。
例
え
ば
史
料
C
の
目
録
中
に
見
え
る
「
一
御
造
営
間
被
免
除
庄
園
事
」
・
「
一
白
安
貞
二
年
至

子
延
応
元
年
造
営
米
納
下
散
用
事
」
・
「
一
自
仁
治
二
年
六
月
廿
一
日
以
後
国
留
番
匠
食
物
員
数
事
」
な
ど
は
ど
う
も
園
街
サ
イ
ド
で
作
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
不
自
然
で
あ
る
。
と
れ
に
つ
い
て
は
、
元
よ
り
出
雲
国
一
宮
で
あ
る
杵
築
大
社
の
造
営
・
遷
宮
が
他
の
諸

（

お

）

国
と
同
様
に
国
街
と
神
社
が
共
同
で
行
う
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、

ζ

れ
ら
の
記
録
が
書
写
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
神
社
側
に
も
あ
る
の
は

当
然
の
と
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
忍
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

と
の
目
録
が
作
成
さ
れ
た
段
階
、

つ
ま
り
宝
治
二
年
の
正
殿
造
営
の
次
の

造
営
（
仮
殿
）
が
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
す
で
に
国
造
所
持
の
記
録
に
拠
ら
な
け
れ
ば
造
営
事
業
が
運
営
で
き
な
く
な
っ
て

（刷。

し
ま
っ
て
い
る
と
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
ζ

れ
以
前
の
度
々
の
造
営
の
際
に
は
そ
の
様
な
問
題
が
起

き
た
と
い
う
徴
証
が
な
い
ζ

と
か
ら
す
れ
ば
、
部
分
的
に
は
と
も
か
く
大
体
に
お
い
て
国
街
方
の
記
録
で
造
営
事
業
の
実
行
が
可
能
で
あ

っ
た
ζ

と
を
示
し
て
お
り
、
片
方
の
記
録
だ
け
に
頼
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
い
う
状
態
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

ζ

の

点
、
史
料
A
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
平
安
末
期
以
降
連
綿
と
作
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
国
街
方
の
遷
宮
注
進
状
が
、
史
料
B
以
降
見
ら
れ
な

い
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
史
料
B
か
ら
史
料
C
の
聞
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
め
ぐ
る
出
雲
国
街
と
大
社
の
関
係
に
大
き

な
変
化
が
起
こ
っ
た
と
と
が
推
定
さ
れ
て
と
ょ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
造
家
の
記
録
譲
状
で
譲
与
対
象
と
な
っ
た
造
営
・
遷
宮
の
記
録
類
は
、
本
来
大
社
側
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
可
能
性
が
強
い
と
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
大
抵
の
神
社
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
度
に
作
成
さ
れ
相
伝
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
ζ

れ

ら
の
記
録
が
、
そ
れ
ら
の
神
社
の
神
宮
層
の
譲
状
に
は
現
れ
ず
、

ζ

の
国
造
家
の
場
合
の
み
現
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
（
本
章
註

（お））

で
も
論
じ
た
よ
う
に
、

ζ

の
記
録
の
所
持
・
伝
来
そ
の
も
の
に
出
雲
国
内
の
政
治
的
な
問
題
が
か
ら
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
四
節

記
録
譲
状
と
国
造
家



日
記
・
記
録
は
決
し
て
譲
与
対
象
の
主
た
る
内
容
と
し
て
で
は
な

（お〕

く
、
常
に
「
相
副
」
と
付
記
さ
れ
た
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
の
点
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
記
・
記
録

表
④
か
ら
知
ら
れ
る
第
三
の
点
は
、

乙
の
一
連
の
記
録
譲
状
で
は
、

を
文
書
の
中
に
一
つ
の
項
目
と
し
て
掲
げ
て
い
忍
記
録
譲
状
と
比
較
す
る
と
、

そ
れ
ら
は
譲
与
対
象
と
し
て
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
存
在

そ
の
「
家
」
と
し
て
の
性
格
は
、
主
た
る
対
象
物
で
あ
る
所
領
・
所
職
（
と
の
場
合
、
国
造
職
や
惣
検
校
職
な
ど
）
に
よ
っ
て
形

作
ら
れ
て
い
る
と
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
普
通
な
ら
ば
、
例
え
ば
政
孝
の
譲
状
（
表
④

1
4）
の
よ
う
に
「
相
副
次
第
之
証
文
等
」

で
あ
り
、

と
い
っ
た
表
記
で
す
む
と
と
ろ
に
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
ら
証
文
類
と
は
異
質
な
日
記
・
記
録
の
事
を
明
記
し
た
の
に
は
、
そ
の
「
家
」
に
深
く
関

連
し
た
何
か
が
日
記
・
記
録
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
何
か
が
貴
族
の
「
日
記
の
家
」
の
背
景
に
存
在
す

る
も
の
と
同
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
前
述
の
春
日
若
宮
の
神
主
家
の
よ
う
に
代
々
日
次
の
日
記
を
つ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
と

も
「
日
記
の
家
」
と
し
て
考
え
て
い
く
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
国
造
家
に
お
い
て
記
録
譲
状
を
最
初
に
作
成
し
た

泰
孝
の
時
代
、
ま
た
は
そ
の
父
義
孝
の
代
あ
た
り
に
そ
の
何
か
が
起
と
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
泰
孝

の
譲
状
は
、
記
録
譲
状
と
し
て
最
初
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
譲
状
と
し
て
も
歴
代
の
も
の
の
中
で
は
特
徴
あ
る
も
の
の
一
つ
で

あ
る
。
例
え
ば
、
仮
名
で
記
し
て
い
る
事
、
主
要
な
詰
与
対
象
で
あ
る
所
職
に
つ
い
て
、

そ
れ
ま
で
国
造
職
と
惣
検
校
職
と
し
て
表
記
さ

れ
て
い
た
も
の
が
、

と
の
泰
孝
と
北
島
資
孝
の
も
の
の
み
国
造
職
と
「
か
ん
ぬ
し
し
き
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
、
「
み
つ
い
ね
」
「
お
き

ふ
御
せ
ん
」
・
五
郎
貞
孝
・
「
ふ
く
と
く
丸
」
な
ど
庶
子
・
女
子
に
対
し
て
の
詳
し
い
記
載
が
見
ら
れ
る
事
、

（
自
筆
）

に
、
し
ひ
つ
を
も
っ
て
、
ゆ
つ
り
あ
た
ふ
る
と
と
ろ
也
、
と
の
ほ
か
ゆ
っ
り
状
あ
り
と
せ
う
せ
ハ
、
す
ハ
ち
ほ
う
し
よ
た
る
へ
き
也
」
と
譲
与

さ
ら
に

「
乙
う
た
い
の
た
め

に
関
し
て
厳
し
い
規
定
を
付
記
し
て
い
る
事
な
ど
で
あ
る
。
泰
孝
の
譲
状
に
と
の
よ
う
な
性
格
を
付
加
さ
せ
た
理
由
は
少
な
く
と
も
文
書

の
紙
面
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
彼
と
彼
の
「
家
」
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
様
々
な
方
向
か
ら
探
っ
て
い
か

（お）

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
し
乙
の
出
雲
国
造
家
の
記
録
譲
状
作
成
の
歴
史
的
な
背
景
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
で
別
稿
を
用

意
し
た
の
で
そ
ち
ら
の
ほ
う
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
と
こ
で
は
、
以
下
別
稿
で
指
摘
し
え
な
か
っ
た
点
を
い
さ
さ
か
書
き
加
え
て
お
く
。

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て



中
世
神
桂
の
記
録
に
つ
い
て

四

国
造
家
は
、
南
北
朝
時
代
に
入
っ
．
て
国
造
孝
時
の
後
、
千
家
家
と
北
島
家
の
両
家
に
分
裂
し
、
以
後
長
期
間
に
わ
た
っ
て
激
烈
な
争
い

（

幻

）

が
行
わ
れ
る
と
と
に
な
る
。

ζ

の
抗
争
の
具
体
的
な
過
程
や
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
井
上
氏
の
論
稿
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
お
り
、

本
稿
で
付
加
す
る
点
は
今
の
と
ζ

ろ
ほ
と
ん

E
無
い
。
氏
の
様
々
な
指
摘
の
中
で
本
論
と
の
関
連
す
る
点
と
し
て
は
、
こ
の
分
裂
抗
争
の

聞
に
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
、
自
己
の
正
当
性
を
裏
付
け
相
手
の
弱
点
を
攻
撃
す
る
た
め
に
、
偽
文
書
を
作
成
し
た
り
文
書
に
修
正
を
す
る

一
方
で
は
と
の
対
立
を
通
し
て
、
「
出
雲
国
造
の
も
つ
歴
史
的
伝
統
（
「
血
」
の
伝
統
と
継
承

性
）
と
そ
の
具
体
的
な
継
承
方
法
（
国
造
火
継
ぎ
式
の
具
体
的
内
容
）
に
つ
い
て
の
認
識
が
急
速
か
つ
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
」
と
い
う
指

摘
が
重
要
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
両
国
造
家
の
抗
争
が
、
前
代
に
お
い
て
す
で
に
大
社
の
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
対
外
的

な
ど
様
々
な
試
み
が
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、

に
主
張
し
得
る
根
拠
と
な
っ
て
い
た
造
営
・
遷
宮
関
係
の
記
録
・
文
書
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
進
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（

mv 

例
え
ば
応
安
三
（
一
三
七

O
）
年
八
月
二
十
八
日
付
の
杵
築
大
社
神
宮
の
申
状
に
「
抑
当
社
御
造
営
事
、
下
津
岩
根
宮
柱
被
立
始
以
降
、

自
柚
取
鉾
始
麗
水
柱
立
上
棟
、
至
子
御
遷
宮
、
任
旧
記
致
国
造
秘
決
祭
礼
之
条
先
例
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
社
神
宮
の
意
識
に
お
い
て

造
営
・
遷
宮
と
「
旧
記
」
と
の
関
係
は
明
白
な
も
の
だ
っ
た
以
上
、
そ
れ
ら
を
ど
ち
ら
が
掌
握
す
る
か
が
と
の
抗
争
を
自
家
に
有
利
に
導

く
鍵
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
忍
。
し
か
し
ζ

れ
ら
記
録
類
が
分
裂
の
際
に
ど
ち
ら
に
流
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
乏
し

（

初

〉

く
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
し
暦
応
二
（
一
三
三
九
〉
年
二
月
二
十
七
日
付
の
出
雲
守
護
佐
々
木
（
塩
冶
）
高
貞
書
状
に
は

「
杵
築
大
社
旧
記
文
書
以
下
等
、
自
御
親
父
孝
時
雄
被
預
置
、

孝
、
さ
ら
に
孝
宗
（
千
家
家
の
祖
）

被
付
渡
当
職
清
孝
方
之
由
承
了
」
と
あ
る
よ
う
に
本
来
は
、
孝
時
か
ら
清

（

紅

）

へ
伝
来
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
は
次
の
史
料
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
書
の

一
部
は
孝
時
の
弟
（
清
孝
ら
の
叔
父
）
孝
景
の
手
を
経
て
、
貞
孝
（
北
島
家
の
祖
）
方
へ
渡
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
て
号
貞
孝
所
得
之
文
書
者
、
清
孝
相
伝
之
証
文
也
、
愛
孝
景
抑
留
件
文
書
之
問
、
依
申
付
御
教
書
－
返
渡
彼
文
書
於
清
孝
之
刻
、

於
京
都
入
置
質
物
問
、
可
請
渡
之
旨
、
以
孝
景
自
筆
、
乍
山
山
文
書
目
録
状
等
於
清
孝
、
令
渡
件
文
書
於
貞
孝
方
暴
、
而
孝
景
死
去
之

問
、
雲
市
度
々
申
付
御
教
書
於
時
孝
諸
致
沙
汰
畢
」



（

M
M〉

そ
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
北
島
家
側
の
主
張
の
中
で
は
し
ば
し
ば
造
営
・
遷
宮
に
関
す
忍
記
録
が
現
れ
て
い
る
。
次
の
史
料
は
そ
の
代

表
的
な
も
の
で
あ
忍
。
繁
雑
で
は
あ
る
が
、
全
文
を
提
示
し
て
お
く
。
（
傍
線
・
波
線
等
は
松
薗
）

（
端
裏
書
〉

「
貞
治
四
十
月
十
日
口
口
口
口
口
支
状
案
文
」

出
雲
国
造
兼
杵
築
大
社
神
主
資
孝
代
時
国
謹
支
言
上

欲
早
伯
父
五
郎
孝
宗
者
、
為
五
体
不
具
問
、
更
依
不
可
居
神
職
、
不
受
其
譲
、
孝
時
鮮
錦
死
去
時
、
荷
入
棺
、
拾
遺
骨
、
以
触
識
不

浄
身
閤
神
火
神
水
、
旧
記
差
図
等
数
十
代
相
続
資
孝
奉
掠
上
聞
上
者
、
被
棄
損
孝
宗
好
訴
、
任
旧
記
井
御
教
書
等
、
致
社
壇
造
営
、

守
文
永
御
結
番
帳
、
令
勤
仕
三
月
会
御
神
事
等
間
事
、

副
進

通

系
図

巻

御
教
書
等
案
当
社
可
造
営
由
事

侍
所
僻
川
奥
山
川
御
奉
書
井
吉
田
肥
前
房

厳
覚
注
進
状
等
案
孝
宗
合
敏
罪
科
難
週
事

一
巻

一
巻

御
教
書
案
、
可
致
御
祈
鴻
由
事

自
余
依
繁
且
備
進
之
将
亦
訴
陳
子
細
同
前

天
神
七
代
末
、
地
神
五
代
始
、
伊
弊
諾
・
伊
弊
冊
尊
天
地
開
開
之
刻
、
二
祝
合
響
、
先
生
州
国
後
生
一
女
三
男
、
其
内

奉
号
索
差
烏
尊
者
則
今
大
社
大
明
神
、
本
朝
無
双
御
事
也
、
此
尊
特
為
異
国
降
伏
、
朝
家
泰
平
、
故
社
壇
高
広
而
可
奉
安
置
神
駄
之
故
、

或
号
大
社
或
称
矢
倉
宮
者
尤
此
謂
也
、
因
悲
公
家
武
家
共
以
御
崇
敬
不
浅
也
、
両
国
禄
之
時
者
、
毎
度
被
成
下
御
教
書
、
任
旧
記
差
図
被

造
営
之
条
、
異
子
他
之
処
、
去
文
永
八
年
正
月
二
日
、
亦
社
壇
炎
上
詑
、
為
遂
造
営
、
度
々
捧
訴
状
雄
歎
申
之
、
不
達
上
聞
徒
送
九
十
余

右
当
社
者
、

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

五



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

六

廻
星
霜
之
条
、
且
天
下
之
重
事
、
社
家
愁
嘆
、
何
事
如
之
、
次
三
月
会
祭
礼
事
、
知
去
文
永
八
年
御
結
番
帳
者
、
為
国
中
巡
役
可
致
其
沙

汰
之
旨
、
載
而
畑
意
也
、
而
近
年
寄
縛
於
世
上
聞
乱
子
今
退
転
之
条
、
神
慮
難
測
者
乎
、
愛
件
国
造
神
主
両
職
者
、
白
髪
祖
宮
向
宿
禰
人

駄
始
至
子
資
孝
品
川
三
代
、
皆
止
亡
父
喪
礼
之
儀
、
打
越
子
神
魂
社
智
一
、
令
相
続
神
火
神
水
之
時
、
国
街
案
主
税
所
神
子
神
人
等
令
来
集

奉
舞
楽
、
遂
次
第
之
神
役
一
人
令
相
伝
神
職
也
、
而
彼
孝
宗
五
体
不
具
者
、
親
父
孝
時
死
去
之
時
、
荷
入
棺
拾
遺
骨
、
而
触
積
不
浄
之

問
、
不
可
奉
近
付
子
神
鉢
之
条
、
無
其
隠
、
加
之
去
貞
和
二
年
八
月
、
於
当
社
債
十
二
郷
本
所
雑
掌
与
孝
宗
致
合
戦
之
問
、
就
子
厳
覚
注

進
、
於
侍
所
被
経
御
沙
汰
、
孝
宗
罪
科
難
遁
之
由
御
奉
書
等
備
而
明
鏡
之
処
、
孝
宗
為
重
科
之
身
不
恐
神
慮
、
不
俸
上
裁
、
掠
申
子
細
之

条
、
無
調
之
上
者
、
早
被
奔
損
彼
好
訴
、
資
孝
受
神
火
神
水
、
帯
旧
記
差
図
井
神
宝
等
、
為
当
職
之
上
者
、
可
致
造
営
神
事
沙
汰
之
由
、

預
御
裁
許
、
弥
為
致
天
下
安
全
、
武
運
長
久
之
御
祈
輔
、
粗
言
上
如
件

貞
治
四
年
十
月

日

貞
孝
と
そ
の
子
資
孝
の
ラ
イ
バ
ル
孝
宗
（
千
家
）
非
難
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
史
料
の
事
書
と
波
線
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
孝
宗
が
「
五
株

不
具
者
、
親
父
孝
時
死
去
之
時
、
荷
入
棺
拾
遺
骨
、
而
触
識
不
浄
」
と
い
う
身
で
あ
っ
た
た
め
「
閣
神
火
神
水
」
と
い
う
と
と
、
つ
ま
り

（

犯

〉

国
造
継
承
に
必
要
な
儀
式
（
火
継
ぎ
神
事
）
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
点
に
集
中
し
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て

（
引
制
〉

は
、
正
平
十
二
（
＝
ニ
五
七
）
年
月
日
付
国
造
北
島
貞
孝
申
状
や
提
示
し
た
文
書
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
先
代
か
ら
「
受
神
火
神
水
」
と

い
う
こ
と
と
「
帯
旧
記
差
図
弁
神
宝
」
を
挙
げ
て
い
る
（
後
者
の
国
造
に
と
っ
て
の
重
要
性
は
、
二
重
傍
線
の
部
分
に
根
拠
が
示
さ
れ
て

い
る
）
。
井
上
氏
は
、
国
造
職
の
相
続
が
、
実
際
は
千
家
方
に
理
が
あ
り
な
が
ら
、
結
局
、
両
国
造
並
立
と
い
う
形
で
千
家
方
が
妥
協
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
火
継
ぎ
神
事
の
問
題
、
千
家
方
が
相
論
の
際
、
巧
妙
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
北
島
家
側
の
主
張
を

論
破
し
き
れ
な
か
っ
た
と
と
、
両
国
造
家
内
部
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
神
宮
上
層
部
の
上
官
の
一
部
を
巻
き
込
み
、
さ
ら
に
大
社
外
部
の

（

お

〉

守
護
権
力
の
介
入
を
招
い
た
と
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ζ

で
問
題
と
し
た
よ
う
な
国
造
職
付
帯
の
記
録
・
文
書
の
所
持
の
間



〈
世
叫
）

題
も
当
然
考
慮
す
る
必
要
が
あ
あ
と
思
わ
れ
る
。

ζ

の
点
、
出
雲
国
造
家
と
同
じ
よ
う
に
大
化
以
前
の
国
造
の
伝
統
を
持
ち
、
阿
蘇
大
宮
司
と
し
て
、
中
世
に
お
い
て
も
武
士
団
を
率
い

て
活
躍
し
た
肥
後
の
阿
蘇
氏
の
場
合
が
参
考
に
な
忍
か
も
し
れ
な
い
。
現
存
の
『
阿
蘇
家
文
書
』
に
は
、
永
延
元
（
九
八
七
）
年
二
月
十

〈

幻

〉

日
付
の
「
阿
蘇
氏
人
中
家
督
相
伝
人
承
続
流
記
」
と
い
う
文
書
名
で
、
阿
蘇
郡
の
四
堺
注
文
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
は
、
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
安
時
代
中
期
の
文
書
と
し
て
は
明
ら
か
に
偽
文
書
で
あ
る
が
、
「
右
此
流
記
者
、

続
也
、
是
為
謹
文
定
大
宮
司
織
也
、

然
則
、

若
及
余
人
、

氏
人
中
以
家
督
相
伝
人
所
承

ハ拘）

是
世
滅
因
縁
欺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
、
加
え
て
同
文
書
の
写
し
に
異
筆
で

「
社
務
織
余
人
他
門
不
可
進
止
事
」

と
付
記
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、

単
に
偽
文
書
と
し
て
捨
て
去
る
と
と
が
で
き
な
い
歴
史
的
な
事
実
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
中
世
の
阿
蘇
神
社
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
を
成
さ
れ
た
杉
本
尚
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
書
は
阿
蘇
大

（

ω）
 

宮
司
家
の
分
裂
抗
争
に
関
連
し
て
南
北
朝
期
か
ら
応
永
三
十
年
頃
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
出
雲
国
造
家
と
同
様
、
南

北
朝
期
に
入
っ
て
二
つ
に
分
裂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
阿
蘇
氏
の
「
家
」
の
歴
史
的
な
背
景
と
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

一
族
や
家
臣
諸
家
の
み
な
ら
ず
征
西
府
や
菊
池
氏
な
ど
の
九
州
の
南
朝
勢
力
の

や
は
り
複
雑
な
状
況
を
呈
し
た
が
、
そ
の
抗
争
は
最
終
的
に
力
で
解
決
さ
れ
、
出
雲
国
の
よ
う
に
分
裂
し
た
ま
ま

（

但

）

体
制
化
さ
れ
一
応
の
安
定
を
み
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
聞
に
成
さ
れ
た
訴
訟
に
お
い
て
は
「
社
駿
相
伝
之
証
状
」
の
所
持
が

乙
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
阿
蘇
大
宮
司
家
の
場
合
、

動
向
と
も
絡
み
合
い
、

争
点
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
前
掲
の
偽
文
書
も
そ
う
い
っ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。
大
宮
司
と
し
て
の
正
統
性

の
根
拠
と
し
て
、
譲
状
な
ど
の
証
文
類
以
外
に
、

と
の
よ
う
な
文
書
と
し
て
の
本
来
の
効
力
か
ら
離
れ
た
一
種
の
記
録
的
な
存
在
で
あ
る

も
の
が
利
用
さ
れ
た
点
は
、
ま
さ
に
国
造
家
の
場
合
と
共
通
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
の

（

M
M）
 

前
半
に
か
け
て
、
阿
蘇
大
宮
司
家
で
は
惣
領
制
の
強
化
、
嫡
子
単
独
相
続
制
へ
の
移
行
が
進
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
次
に
示
す
大

（
泊
四
）

宮
司
惟
時
が
作
成
し
た
正
平
六
（
一
三
五
一
〉
年
二
月
十
八
日
付
の
譲
状
写
は
、
当
時
の
そ
う
い
っ
た
事
情
を
背
景
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

一七



中
世
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て

J¥ 

孫
子
蓋
丸
所

肥
後
国
鎮
守
一
宮
阿
蘇
、
同
健
軍
、
甲
佐
、
郡
浦
己
上
回
ケ
所
社
領
井
矢
部
、
湿
用
、
津
守
保
、
筑
前
国
下
座
郡
惣
領
分
、
豊
後
国

大
佐
井
郷
地
頭
殿
、
惣
惟
時
帯
給
旨
令
旨
当
国
他
国
庄
薗
等
事

右
、
社
額
以
下
之
所
々
、
当
職
、
同
管
額
分
、
相
副
紺
劃

無
他
妨
令
知
行
之
、
至
不
知
行
之
庄
薗
等
者
、
帯

譲
与

論
旨
致
量i

訟全i; 
を2、羽

而文
桶！宅
事j！蓋
祭！ch 

著i昔
、，何

？嫡
任ij子
先i鵠

例i官
令1;
施｛、

ii盤、－→

修！担
理i日

、以之
埠1所
~｛々
旬J者、

守
旧
規
可
致
沙
汰
也
、
日
為
将
来
之
亀
鏡
譲
状
如
件
、

正
平
六
年

二
月
十
八
日

阿
蘇
三
社
大
宮
司
宇
治
朝
臣
惟
時
花
押

乙
の
譲
状
と
こ
れ
以
前
の
大
宮
司
家
関
係
の
譲
状
と
を
出
較
し
た
場
合
に
特
徴
的
な
点
の
一
つ
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
付
帯
条
件
が
以

（

品

〉

前
の
「
本
設
文
相
共
」
と
い
っ
た
簡
単
な
記
載
か
ら
よ
り
詳
し
く
具
体
的
な
記
載
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
所
領
・
所
職
の
譲

与
の
み
を
記
載
す
る
だ
け
で
な
く
、
波
線
部
の
よ
う
に
神
宮
と
し
て
守
る
べ
き
規
範
の
よ
う
な
も
の
も
合
わ
せ
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
と
で
あ
り
、

と
れ
ら
の
特
徴
は
、

と
れ
以
後
の
譲
状
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
ら
は
出
雲
国
造
家
の
よ
う
に

記
録
譲
状
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
そ
れ
に
近
い
変
化
を
生
じ
て
い
る
と
見
倣
す
と
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
だ

検
証
ほ
し
て
い
な
い
が
、

と
の
阿
蘇
大
宮
司
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
譲
状
の
記
載
の
変
化
は
、
恐
ら
く
他
の
神
社
の
神
宮
さ
ら
に
武
士
の

「
家
」

そ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
に
再
び
出
雲
国
造
家
の
譲
状
が
造
営
・
遷

（
却
）

宮
の
記
録
を
譲
与
対
象
と
し
て
記
録
譲
状
化
し
た
直
接
の
原
因
を
考
え
て
み
忍
な
ら
ば
、
や
は
り
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
鎌
倉
時
代
後
半

な
ど
に
も
広
く
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

に
造
営
・
遷
宮
の
記
録
が
大
社
の
支
配
権
を
決
定
す
る
際
に
大
き
な
意
義
を
持
っ
た
事
実
が
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
国
造
家
の
内
部
抗
争

の
中
で
更
に
増
幅
し
て
認
識
さ
れ
、
後
代
に
ま
で
強
く
反
映
す
る
乙
と
に
な
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。



註

（

1
）
 

出
雲
大
社
に
関
す
る
研
究
は
古
代
出
雲
を
扱
っ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
と
こ
で
は
中
世
の
も
の
を
中
心
に
列
挙
す
る
。

西
岡
虎
之
助
「
出
雲
国
造
家
に
於
け
る
土
豪
性
の
発
展
」
（
『
出
雲
』
一
号
、
昭
和
十
三
年
）
、
同
「
出
雲
大
社
債
の
成
立
と
発
展
」
（
『
荘
園
史
の
研

究
』
下
、
昭
和
三
十
一
年
）
、
同
「
出
雲
国
造
家
の
社
会
史
的
変
遷
」
（
千
家
尊
宣
先
生
還
暦
記
念
『
神
道
論
文
集
』
、
昭
和
三
十
三
年
）
、
吉
村
宮
男

「
出
雲
大
社
と
毛
利
氏
」
（
『
出
雲
』
四
号
、
昭
和
十
四
年
）
、
豊
田
武
「
中
世
に
お
け
る
出
雲
大
社
の
信
仰
」
（
『
出
雲
』
五
号
、
昭
和
十
五
年
）
、

小
島
鉦
作
「
中
世
の
出
雲
大
社
と
社
寺
領
知
制
」
（
千
家
噂
宣
先
生
還
暦
記
念
『
神
道
論
文
集
』
、
昭
和
三
十
三
年
）
、
同
「
出
雲
国
に
お
け
あ
神
社

の
荘
園
化
」
（
『
出
雲
学
論
孜
』
、
昭
和
五
十
二
年
）
、
藤
井
貞
文
「
後
醍
醐
天
皇
と
出
雲
大
社
」
（
千
家
尊
宣
先
生
還
暦
記
念
『
神
道
論
文
集
』
、
昭
和

三
十
三
年
）
、
曽
根
地
之
「
杵
築
大
社
と
国
街
」
（
『
出
雲
・
隠
岐
』
、
昭
和
三
十
八
年
）
、
藤
岡
大
拙
「
出
雲
大
社
領
に
つ
い
て
」
（
『
島
根
県
立
松
江

南
高
等
学
校
研
究
紀
要
十
周
年
記
念
号
』
、
昭
和
五
十
五
年
）
、
村
田
正
志
「
出
雲
国
造
北
島
家
文
書
概
説
」
（
『
村
田
正
志
著
作
集
』
第
六
巻
、
昭
和

六
十
年
）
。

（
2
）

a
「
中
世
出
雲
国
一
宮
杵
築
大
社
と
荘
園
制
支
配
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
一
四
号
、
昭
和
五
十
五
年
）
、

b

「
出
雲
大
社
と
鰐
淵
寺
｜
｜
中
世
出

雲
国
一
宮
制
の
特
質
1
1」
（
『
山
陰
l
l地
域
の
歴
史
的
性
格
｜
｜
』
、
昭
和
五
十
四
年
）
、

c
一
．
中
世
杵
築
大
社
の
上
官
」
（
『
大
社
町
史
研
究
紀
要
』

二
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
、

d
「
中
世
杵
築
大
社
の
年
中
行
事
と
祭
礼
」
（
『
大
社
町
史
研
究
紀
要
』
三
号
、
昭
和
六
十
三
年
）
、

e
「
中
世
諸
国
一
宮

制
の
成
立
」
（
『
歴
史
研
究
』
二
五
九
号
、
昭
和
五
十
七
年
）

0

〈

3
）
北
島
家
文
書
は
村
田
正
志
編
『
出
雲
国
造
家
文
書
』
（
清
文
堂
出
忠
、
千
家
家
文
書
は
『
新
修
島
根
県
史
史
料
編
1
』
所
収
の
も
の
に
、
大
社

学
生
会
編
『
出
一
官
官
』
四

t
七
号
所
収
の
「
千
家
文
書
」
で
椅
い
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
う
ち
の
幾
っ
か
に
つ
い
て
は
、
島
根
県
立
図
書
館
所
肢
の
両
家

の
文
書
の
影
写
本
で
校
訂
し
た
。
大
社
関
係
の
文
書
の
所
在
に
つ
い
て
は
註
（
4
）
井
上
氏
C
論
文
第
一
章
参
照
。

（4
）
国
造
家
関
係
の
譲
状
は
、
表
④
に
提
示
し
た
も
の
が
す
べ
て
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
と
と
で
は
惣
領
に
対
す
る
も
の
を
中
心
に
列
挙
し
、
庶
子
や

女
子
に
対
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
（
例
え
ば
『
北
島
家
文
書
』
三
六
号
の
尼
覚
日
譲
状
）
や
文
書
と
し
て
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
例
え
ば

『
北
島
家
文
書
』
三
三
号
の
出
雲
孝
時
譲
状
な
ど
）
は
省
い
た
。
国
造
家
関
係
文
書
に
含
ま
れ
る
偽
文
書
に
つ
い
て
は
註
（
2
）
井
上
氏

c
論
文
第
一

．
四
章
な
ど
を
参
照
の
と
と
。

（5
）
泰
孝
は
表
④
の
6
の
置
文
で
は
、

7
の
よ
う
に
「
御
さ
う
ゑ
い
せ
ん
く
う
の
に
ん
き
も
ん
そ
い
け
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
と
れ
は
内

容
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
妻
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
領
は
相
伝
・
知
行
さ
せ
て
も
、
女
性
で
あ
る
以
上
、
国
造
と
し
て
の
職
務
に
は
直
接
関

係
し
な
い
か
ら
、
記
載
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

九



中
世
神
社
の
記
録
応
つ
い
て

四
0 

（

6
）
 

参
考
の
た
め
に
宗
孝
以
降
の
国
造
家
の
系
図
を
掲
げ
る
（
傍
線
は
国
造
、
二
重
傍
線
は
国
造
か
っ
記
録
譲
状
を
残
し
た
者
）
。

調
｜
｜
関

l
G川
悦
｜
｜
剰
刺
｜
｜
妻

l
l孝
時

1
1
1
1清
孝

（
千
家
）

1
1孝
宗

I
l
l
l直
国

I
l
l
l高
国
I
l
l
l持
国

ま

〈
北
島
家
）

［
｜
貞
孝

I
l－
－
資
孝
｜
｜
｜
幸
孝

I
l
l
l高
孝

（
7
）
『
出
雲
国
造
家
文
書
』
一
五
号
、
『
鎌
倉
遺
文
』
七
O
一
七
号
。

（
8
）
『
出
雲
国
造
家
文
書
』
一
ム
ハ
号
、
『
鎌
倉
遺
文
』
七
O
八
九
号
。
こ
の
文
書
の
場
合
、
注
意
す
べ
き
点
は
、
す
で
に
井
上
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
仏
教
関
係
の
部
分
が
意
図
的
に
削
ら
れ
て
お
り
、
上
記
二
種
の
刊
本
は
と
も
に
そ
の
部
分
が
捕
わ
れ
な
い
ま
ま
活
字
化
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
削
ら
れ
る
前
に
影
写
さ
れ
た
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
の
北
島
家
文
書
に
よ
っ
て
確
認
し
、
本
章
註
（
Mm）
の
拙
稿

所
載
の
表
③
（
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
で
省
略
し
た
）
に
掲
載
し
た
。

（
9
）
『
新
修
島
根
県
史
史
料
編
1
』
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
八
八
0
1
一
一
八
八
二
号
。
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
た
め
掲
載
し
な
か
っ
た
。

〈
叩
）
『
出
雲
国
造
家
文
書
』
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
『
鎌
倉
遺
文
』
七
O
一
六
号
。
一
．
出
雲
御
目
代
左
衛
門
尉
殿
」
宛
の
こ
の
文
書
が
、
も
し
宝
治
二
年
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
B
に
見
え
る

一
．
目
代
兼
大
行
事
源
右
衛
門
尉
入
道
宝
蓮
」
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
文
永
九
年
頃
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
ロ
）
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
二
七
六
号
。

〈
国
）
史
料
A
の
前
欠
部
分
に
所
載
さ
れ
て
い
た
記
録
が
い
つ
ま
で
遡
れ
る
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
し
た
と
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
註
（
ロ
）
に

引
用
し
た
国
造
義
孝
の
言
上
状
に
は
、
－
．
自
康
平
至
宝
治
十
箇
度
之
御
造
営
」
と
見
え
、
康
平
年
間
（
一

O
五
八

t
一
O
六
五
）
以
前
の
造
営
・
遷

宮
に
つ
い
て
具
体
的
に
触
れ
た
史
料
は
無
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
程
失
わ
れ
た
部
分
は
多
く
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
註
（
2
）
井
上
氏

e

論
文
に
よ
れ
ば
、
「
一
国
平
均
役
に
よ
る
造
営
と
い
う
杵
築
大
社
の
中
世
的
な
造
営
形
態
が
は
じ
め
て
実
行
さ
れ
た
の
は
康
平
五
年
」
で
あ
り
、
と

の
頃
に
出
雲
の
中
世
一
宮
制
が
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
中
世
国
街
の
記
録
保
存
の
機
能
の
開
始
も
と
の
頃
と
見
て
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。



（
U
）
「
杵
築
大
社
と
出
雲
国
街
」
（
『
出
雲
・
隠
岐
』
、
平
凡
社
、
昭
和
三
十
八
年
）
。

（
日
）
た
だ
し
史
料
A
に
よ
れ
ば
、
久
安
元
年
間
十
月
、
国
司
藤
原
光
隆
は
任
国
出
雲
に
下
向
し
造
営
な
っ
た
杵
築
大
社
に
参
詣
し
、
神
拝
を
行
い
、
そ

の
月
の
内
に
上
京
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
れ
は
『
時
範
記
』
承
徳
二
（
一

O
九
八
）
年
記
（
『
書
陵
部
紀
要
』
一
四
号
所
収
）
に
見
え
る

因
幡
国
司
平
時
範
や
『
中
右
記
』
元
永
二
（
一
一
一
一
）
年
七
月
十
四
日
条
に
み
え
る
因
幡
国
司
藤
原
宗
成
の
場
合
と
同
じ
く
、
任
期
の
聞
に
一
度

は
任
国
の
一
宮
に
参
詣
す
べ
き
乙
と
を
在
庁
官
人
た
ち
か
ら
懇
望
さ
れ
て
下
向
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
日
）
す
べ
て
の
部
分
を
ζ
ζ

に
提
示
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
天
仁
一
一
一
年
七
月
四
日
条
の
一
部
分
の
み
次
に
示
す
。

（
史
料
中
の
波
線
部
分
が
「
国
日
記
」
で
あ
る
）

「

採

正

殿

材

木

日

時

国

日

記

云

廿

七

日

突

酉

時

巳

二

点

若

午

天
仁
七
年
七
月
四
日
大
木
百
支
自
海
上
寄
稲
佐
浦

十

月

五

日

庚

辰

二

時

辰

二

点

若

午

大
十
八
支
長
十
丈
九
丈
八
丈
七
丈
六
丈
口
七
尺
六
尺
五
尺
四
尺

始
木
作
日
時

中
九
支
長
五
丈
己
上

十

六

日

辛

卯

時

午

二

点

若

申

小
十
支
四
丈
己
上

十

九

日

甲

午

時

巳

二

点

若

未

小
六
十
支
三
丈
己
下

立
柱
日
時

件
木
有
御
示
現
材
木
方
尺
寄
来
也
、
所
如
何
者
因
幡
上
宮
御
近
辺

天
承
二
年
正
月
廿
六
日
戊
子
晴
午
二
点
若
未

（

後

略

）

」

「
諸
国
一
宮
祭
礼
試
論
」
（
『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
、
昭
和
六
十
一
年
）
。

註（
2
）
井
上
氏
d
論
文
集
第
一
章
四
六
ペ
ー
ジ
上
段
。

（げ）
（
国
）

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

四



中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

四

（
四
）
解
状
で
は
ζ

の
奇
瑞
を
「
帥
中
納
言
家
保
任
造
営
之
間
」
と
す
る
が
、
天
仁
三
年
は
史
料
A
そ
の
他
に
よ
れ
ば
国
司
が
藤
原
顕
頼
の
時
の
出
来
事

の
は
ず
で
あ
る
。

〈
加
〉
『
新
修
島
根
県
史
史
料
編
1
』
所
収
「
千
家
文
書
」
o

（
幻
）
史
料
A
の
保
延
七
年
（
永
治
元
年
）
十
一
月
三
目
、
康
治
二
年
七
月
二
十
六
日
条
な
ど
。

（
n）
と
の
点
に
つ
い
て
は
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
）
一
五
三
ペ
ー
ジ
以
下
、
拙
稿
「
外
記
日
記
と
『
日

記
の
家
』
」
（
『
九
州
史
学
』
八
七
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
、
下
向
井
龍
彦
「
官
底
」
（
『
と
と
ば
の
文
化
史
』
平
凡
社
、
平
成
元
年
八
月
）
参
照
。
河
音

能
平
氏
は
「
日
本
中
世
前
期
の
官
司
・
権
門
寺
社
に
お
け
る
文
書
群
の
保
管
と
廃
棄
の
原
則
に
つ
い
て
」
（
「
比
較
史
の
観
点
に
よ
る
史
料
学
の
総
合

的
研
究
』
、
昭
和
六
十
三
年
）
に
お
い
て
、
と
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
保
管
方
法
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
が
な
く
、
「
文
書
」

の
概
念
に
つ
い
て
も
形
式
的
で
あ
る
た
め
、
せ
っ
か
く
の
着
限
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。

（
幻
）
『
出
雲
』
四
号
所
収
「
千
家
文
書
」
第
二
号
二
月
九
日
付
国
司
庁
宣
（
鎌
倉
期
の
も
の
）
に
「
国
街
社
家
相
共
可
致
其
沙
汰
」
と
見
え
る
。

（M
A
）
例
え
ば
文
永
九
年
十
二
月
日
や
同
十
年
正
月
十
九
日
の
出
雲
国
司
庁
宣
（
千
家
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
一
七
一
号
、
一
一
一
八

O
号
）
な
ど
、

註
（
日
）
の
文
書
に
も
「
尋
取
国
造
義
孝
所
帯
之
記
録
、
可
致
速
疾
之
沙
汰
」
と
見
え
る
。

（
怨
拙
稿
「
譲
状
と
『
日
記
の
家
』
｜
｜
記
録
譲
状
の
分
析
と
勧
修
寺
流
藤
原
氏
｜
｜
』
（
『
史
淵
』
一
一
一
六
号
、
平
成
元
年
三
息
。

（
お
）
拙
稿
「
出
雲
国
造
家
の
記
録
談
状
作
成
の
歴
史
的
背
景
」
（
川
添
昭
二
先
生
退
官
記
念
論
文
集
掲
載
予
定
〉
。

（
幻
）
本
章
註
（
2
）
井
上
氏

c
論
文
。

（
詔
）
本
章
註
（
2
）
井
上
氏
d
論
文
四
十
八
ペ
ー
ジ
下
段
。

（
却
）
『
千
家
文
書
』
（
『
新
修
島
根
県
史
史
料
編
1
』
所
収
分
）
0

（
初
）
『
千
家
文
書
』
同
前
。

（
担
）
同
前
所
収
応
安
三
年
八
月
二
十
八
日
付
の
杵
築
大
社
神
官
申
状
。

（
沼
）
『
出
雲
国
造
家
文
書
』
五
十
四
号
。

（
お
）
と
の
点
井
上
氏
（
C
論
文
）
は
孝
宗
が
兄
清
孝
か
ら
火
継
ぎ
神
事
を
受
け
な
か
っ
た
と
と
を
貞
孝
側
か
ら
非
難
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
史
料
で
は
彼
等
の
父
孝
時
か
ら
の
火
継
ぎ
が
問
題
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
国
造
継
承
の
場
合
あ
く
ま
で
、
前
代
の
死
と
と

も
に
次
代
へ
の
継
承
が
成
さ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
た
め
、
本
来
清
孝
の
よ
う
な
一
代
だ
け
と
い
う
継
承
は
、
そ
れ
を
許
し
た
父
孝
時
の
死
に
よ

っ
て
貞
孝
が
継
承
し
て
し
ま
っ
た
時
点
で
無
効
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
現
国
造
を
自
認
す
る
孝
宗
に
対
す
る
批



判
も
父
孝
時
か
ら
の
継
承
が
不
可
能
で
あ
っ
た
点
に
集
中
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
制
）
『
出
雲
国
造
家
文
書
』
五
十
号
。

（
お
）
本
章
註
（
2
）
井
上
氏

c
論
文
＝
ニ
二
ペ
ー
ジ
下
段
以
下
。

（
お
）
た
だ
し
室
町
期
に
お
い
て
は
北
島
家
よ
り
も
千
家
側
に
記
録
譲
状
作
成
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
と
の
現
象
に
つ
い
て
は
事
情
が
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
二
応
千
家
側
で
も
と
の
記
録
所
持
と
い
う
点
に
関
し
て
は
劣
勢
に
あ
る
と
と
を
弱
点
と
し
て
意
識
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
回
復
に
努
力
し

て
い
た
と
と
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

（
釘
）
「
阿
蘇
家
文
書
」
一
号
（
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
十
三
阿
蘇
文
書
』
第
一
巻
）
。

ζ

の
文
書
の
注
記
に
は
「
原
本
ヲ
検
ス
ル
ニ
、
料
紙
書
風

等
永
延
年
間
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
文
言
モ
マ
タ
疑
フ
ベ
キ
ニ
似
タ
リ
」
と
あ
る
。
第
二
巻
阿
蘇
郡
の
四
堺
注
文
は
同
文
書
中
に
何
通
か
所
収
さ
れ
て

お
り
、
「
阿
蘇
神
社
文
書
」
二
号
の
も
の
は
嘉
禎
二
年
正
月
五
日
に
書
写
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
原
本
は
室
町
時
代
の
筆

写
と
の
と
と
で
あ
る
。

（
お
）
『
平
安
遺
文
』
四
五
九
号
の
寛
弘
八
年
二
月
十
一
日
付
の
肥
後
国
宣
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
と
同
じ
。

（
鈎
）
ま
た
、
写
し
が
「
阿
蘇
文
書
写
第
一
一
国
宣
」
（
同
前
第
二
巻
四

t
五
ペ
ー
ジ
〉
所
収
の
四
堺
注
文
で
あ
る
。

（
必
）
杉
本
尚
雄
『
中
世
の
神
社
と
社
領
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
八
年
〉
三
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
剖
〉
「
阿
蘇
文
書
写
第
十
一
」
（
同
前
第
二
巻
二
八
七
ペ
ー
ジ
）
所
収
応
永
三
十
年
月
日
阿
蘇
惟
郷
雑
掌
・
甲
状
写
。

（
必
〉
註
（

ω）
の
杉
本
氏
前
掲
書
第
一
章
第
五
節
。

（
必
）
「
阿
蘇
文
書
写
第
十
」
（
同
前
第
二
巻
二
七
五
ペ
ー
ジ
）
。

（
斜
〉
「
阿
蘇
文
書
写
第
十
」
（
同
前
第
二
巻
二
七
二
ペ
ー
ジ
）
所
収
弘
安
十
年
三
月
二
十
三
日
付
宇
治
惟
景
譲
状
与
（
鎌
工
公
二
八
）
。

（
必
）
註
（
お
）
の
拙
稿
。

お
わ
り
に

か
な
り
多
数
の
神
社
の
、
様
々
な
内
容
の
日
記
・
記
録
の
問
題
を
い
っ
ぺ
ん
に
扱
っ
た
た
め
、
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は

検
討
し
残
し
た
点
も
多
い
。
し
か
し
、
中
世
社
会
に
お
い
て
一
連
の
神
宮
関
係
の
記
録
譲
状
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
様
々
な
形
態
を

本
稿
で
は
、

中
世
神
社
の
記
録
に
つ
い
て

四



中
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録
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と
る
日
記
・
記
録
の
相
伝
自
体
が
各
々
の
神
宮
の
「
家
」
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
と
、

さ
ら
に
そ
れ
が
在
地
の
複
雑

な
政
治
情
勢
と
絡
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
中
央
の
貴
族
社
会
に
近
い
神
社
ば
か
り
で
な
く
地
方
の
神
宮
の
場
合
に
も
同
様
の
状
況
が
確
認

で
き
る
こ
と
な
ど
は
、

と
と
で
改
め
て
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
は

日
記
・
記
録
に
関
わ
る
諸
事
実
を
そ
の
「
家
」
の
も
つ
属
性
と
し
て
い
る
以
上
、
貴
族
社
会
の
「
日
記
の
家
」
の
よ
う
に
明
確
な

形
で
は
現
れ
な
い
に
し
て
も
同
様
の
概
念
に
属
し
て
理
解
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ぃ，ぇ、は
た
し
て
中
世
の
神
宮
た
ち
に
と
っ
て
、

と
の
よ
う
な
「
日
記
の
家
」
で
あ
る
と
と
に
は
い
か
な
る
意
義
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
個
々
の
神
社
で
歴
史
的
な
条
件
が
か
な
り
異
な
り
、

一
律
に
モ
デ
ル
化
す
る
と
と
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
あ
え
て

い
う
な
ら
ば
、
神
社
機
構
内
部
で
は
、
神
事
の
遂
行
や
社
債
な
ど
の
運
営
の
た
め
に
、
対
外
的
に
は
他
の
権
力
機
構
に
対
し
て
持
っ
て
い

る
そ
の
神
社
の
地
位
・
権
益
を
維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
と
な
る
種
々
の
記
録
を
作
成
・
保
存
・
提
供
す
る
一
種
の
記
録
組
織
と
し
て
存

在
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
「
家
」
の
神
社
内
部
に
お
け
る
支
配
・
地
位
の
安
定
性
を
保
証
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
。
恐
ら
く
中
世
に
お
け
る
神
宮
と
い
う
社
会
的
身
分
そ
の
も
の
に
も
深
く
関
連
す
る
と
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、

い

ま
だ
手
付
か
ず
で
い
る
寺
院
・
僧
侶
の
日
記
・
記
録
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、

さ
ら
に
総
体
的
な
理
解
を
深
め
て
い
か
ね
ば

な
る
ま
い
。
山
の
よ
う
に
後
日
の
課
題
を
残
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

一
応
と
と
ま
で
で
本
稿
の
筆
を
置
く
と
と
に
す
る
。


